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江
戸
城
本
丸
女
中
法
度
の
基
礎
的
研
究

は
じ
め
に

本
稿
は
、
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
に
奉
公
す
る
女
中
に
向
け
て
制
定
さ
れ

た
女
中
法
度
の
基
礎
的
研
究
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
江
戸
城
の
空

間
理
解
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
従
来
は
江
戸
城
を
表
・
奥
（
中
奥
）・
大
奥

と
い
う
三
つ
の
空
間
に
わ
け
て
理
解
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
表
側
に
あ
る

黒
書
院
・
白
書
院
・
大
広
間
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
空
間
を
表
向
、
そ
の

奥
側
に
あ
る
空
間
を
奥
向
と
理
解
す
る
。
さ
ら
に
奥
向
の
中
が
、
将
軍
の
常

の
居
場
所
で
あ
る
御
座
間
を
中
心
と
し
た
空
間
と
将
軍
の
休
息
所
や
将
軍
本

妻
の
御
殿
向
を
中
心
と
す
る
空
間
と
に
分
か
れ
、
前
者
を
奥
向
表
方
、
後
者

を
奥
向
奥
方
と
表
記
し
て
区
別
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
大
奥
」
は
、
本
稿
で
い

う
と
こ
ろ
の
奥
向
奥
方
に
な
る
（
１
）。

奥
向
奥
方
に
関
す
る
法
度
に
つ
い
て
は
、
錠
口
の
外
側
の
広
敷
向
か
ら
切
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手
門
に
か
け
て
の
空
間
に
勤
務
す
る
男
性
役
人
に
向
け
て
出
さ
れ
た
奥
方
法
度
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
別
稿
に
て
検
討
す
る
。
本
稿

で
は
、
奥
向
奥
方
に
設
置
さ
れ
た
錠
口
の
内
側
（
長
局
向
・
御
殿
向
）
で
奉
公
し
た
女
中
に
宛
て
た
法
度
―
女
中
法
度
―
を
通
時
的
に

検
討
す
る
。
こ
れ
ら
女
中
法
度
に
関
し
て
は
、『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
に
「
後
房
女
部
」
と
し
て
十
二
の
法
度
（
一
二
七
〇
～
一
二
八
一

号
）
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
翻
刻
史
料
と
し
て
利
用
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
教
令
類
纂
』
初
集
・
二
集
で
「
大
奥
之

部
」
に
採
録
さ
れ
た
七
法
令
に
限
っ
て
第
二
節
で
と
り
あ
げ
る
。
検
討
か
ら
外
し
た
五
法
令
は
火
の
用
心
等
の
個
別
的
法
度
で
あ
り
、
そ

う
し
た
簡
易
な
取
り
決
め
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
諸
記
録
に
ま
だ
散
見
さ
れ
る
た
め
、
別
の
機
会
に
補
遺
編
と
し
て
改
め
て
ま
と
め
た
い
。

さ
て
、
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
、
い
わ
ゆ
る
「
大
奥
」
の
主
人
は
将
軍
の
本
妻
た
る
御み

台だ
い
ど
こ
ろ所で
あ
る
と
説
明
し
た
文
献
も
あ
る
が
（
２
）、

二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
本
妻
浅
井
江
（
崇
源
院
、
一
五
七
三
～
一
六
二
六
）
が
生
存
し
て
い
た
近
世
初
期
を
例
外
と
し
て
、「
大
奥
」
に

お
け
る
第
一
の
主
人
は
将
軍
―
男
性
―
だ
っ
た
。
よ
っ
て
、
将
軍
付
の
女
中
が
「
大
奥
」
の
実
権
を
握
っ
て
お
り
、
御
台
所
付
の
女
中

は
こ
れ
を
補
完
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
女
中
法
度
の
分
析
に
入
る
前
に
、
女
性
を
主
人
と
す
る
屋
敷
に
お
け
る
広
敷

向
役
人
に
向
け
た
奥
方
法
度
に
つ
い
て
検
討
し
（
第
一
節
）、
こ
れ
を
参
照
し
つ
つ
、
第
二
節
で
女
中
法
度
の
展
開
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一
、
女
性
を
主
人
と
す
る
屋
敷
に
お
け
る
奥
方
法
度

奥
向
の
空
間
は
男
性
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
る
表
方
と
女
性
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
る
奥
方
と
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
男
女
の

役
割
分
担
の
も
と
に
運
営
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
有
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
奥
方
は
女
性
の
み
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
奥
方
の
所
用
は
錠
口
の
外
の
広
敷
向
に
勤
務
す
る
男
性
役
人
を
通
じ
て
外
部
と
の
交
渉
が
な
さ
れ
た
し
、
そ
の
際
に
は
男
女
の

接
触
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
て
女
中
が
外
出
す
る
場
合
や
外
部
か
ら
の
来
客
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
奥
方

の
出
入
り
口
を
監
視
し
、
男
女
の
出
入
り
を
厳
し
く
制
限
・
管
理
す
る
方
法
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
は
江
戸
城
だ
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け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
近
世
武
家
社
会
に
広
く
備
わ
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
構
造
を
必
要
と
し

た
第
一
の
理
由
と
し
て
、
近
世
武
家
社
会
が
世
襲
制
で
あ
り
、
男
系
の
血
統
維
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
っ

た
事
情
は
容
易
に
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
世
襲
制
は
近
世
に
特
有
の
相
続
制
度
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
近
世

武
家
社
会
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
を
厳
格
に
し
た
の
か
、
と
い
う
近
世
特
有
の
条
件
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
、
本
節
で
は
女
性
を
主
人
と
す
る
屋
敷
の
奥
方
法
度
を
対
象
と
し
、
主
人
の
性
別
差
に
よ
っ
て
奥
方
法
度
に
違
い
が

あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
徳
川
将
軍
家
に
関
係
す
る
女
性
を
主
人
と
し
た
奥
向
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
が
、

男
性
を
主
人
と
す
る
江
戸
城
本
丸
奥
向
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
検
証
す
る
。
以
下
、『
教
令
類

纂
』
初
集
「
御
住
居
部
、
附
比
丘
尼
所
之
壁
書
」
に
所
収
さ
れ
た
法
度
を
分
析
す
る
が
、
５
の
み
は
『
教
令
類
纂
』
初
集
「
大
奥
之
部
」

に
所
収
さ
れ
て
い
る
。【
出
典
】
は
成
立
年
の
早
い
史
料
か
ら
引
用
し
、
別
本
の
あ
る
も
の
は
そ
の
情
報
を
示
し
、
丸
カ
ッ
コ
内
に
は
当

該
史
料
が
さ
ら
に
典
拠
と
し
た
史
料
を
補
記
し
た
。
加
え
て
、【
解
説
】
お
よ
び
【
人
物
・
用
語
】
を
付
し
た
。
な
お
、
各
法
度
の
条
文

の
最
初
に
は
、
利
便
の
た
め
に
丸
囲
み
数
字
を
置
い
た
。

１
．
寛
永
三
年
六
月
二
十
六
日
付
奥
方
法
度

 
 
 
 

定

①
一
、
た
い
所
よ
り
お
く
へ
、
十
よ
り
う
へ
の
お
と
こ
、
一
切
出
入
す
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一
、
女
出
入
の
事
、
つ
ほ
ね
書
付
を
筑
後
守
所
へ
つ
か
ハ
し
、
ち
く
こ
手
形
を
以
て
出
入
す
へ
き
事
、

③
一
、
出
家
幷
陰
陽
師
た
い
所
へ
一
切
入
ま
し
き
事
、

④
一
、
扶
持
人
之
外
、
医
師
む
さ
と
入
へ
か
ら
さ
る
事
、

⑤
一
、
礼
を
申
も
の
あ
ら
は
、
筑
後
守
を
以
て
申
、
幷
お
も
て
む
き
の
使
在
之
時
は
、
こ
れ
又
筑
後
守
を
以
、
つ
ほ
ね
ま
て
可
申
事
、
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⑥
一
、
諸
商
売
人
幷
む
さ
と
し
た
る
も
の
、
つ
ほ
ね
か
た
へ
入
ま
し
き
事
、

⑦
一
、
は
し
り
こ
み
の
女
か
ゝ
へ
を
く
へ
か
ら
さ
る
事
、

⑧
一
、
わ
つ
ら
ひ
の
う
ち
、
み
ま
ひ
の
衆
、
一
切
停
止
事
、

⑨
一
、
そ
う
し
て
を
く
よ
り
の
用
の
事
、
と
し
よ
り
た
る
女
と
も
を
つ
か
ひ
た
る
へ
し
、
そ
の
外
の
も
の
一
切
む
よ
う
の
事
、

 

右
、
此
む
ね
を
ま
も
る
へ
き
も
の
也
、

 
 
 

寛
永
三
年
六
月
廿
六
日

 
 

御
黒
印

【
出
典
】『
東
武
実
録
』

別
本
：『
教
令
類
纂
』（
東
武
実
録
）

【
解
説
】

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
六
月
二
十
六
日
に
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
三
女
勝
が
江
戸
城
本
丸
大
奥
を
出
る
際
に
、
新
居
と
な
る
屋
敷

の
奥
方
法
度
と
し
て
発
令
さ
れ
た
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
秀
忠
の
世
嗣
家
光
が
三
代
将
軍
を
襲
職
し
て
い
た
が
、
出
典
の
『
東

武
実
録
』
で
は
「
公
ノ
御
娘
」
が
別
邸
に
移
る
際
に
出
さ
れ
た
条
目
と
説
明
す
る
事
か
ら
、「
御
黒
印
」
は
秀
忠
の
も
の
で
あ
り
、
秀
忠

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
法
度
と
理
解
し
て
お
く
。
勝
が
婚
姻
し
た
松
平
忠
直
は
元
和
九
年
に
豊
後
萩
原
に
配
流
と
な
り
、
慶
安
四
年
（
一

六
五
一
）
に
同
地
に
没
し
た
が
、
勝
は
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
死
去
す
る
ま
で
「
高
田
様
」
と
称
さ
れ
、
院
号
等
で
呼
ば
れ
る

事
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
勝
は
忠
直
の
配
流
後
に
離
縁
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
も
再
婚
せ
ず
寡
婦
と
し
て
余
生
を
過
ご
し

た
。
そ
の
死
に
際
し
て
、
林
鵞
峰
は
勝
の
人
物
像
を
「
斯
人
少
而
寡
、
守
節
不
妄
言
、
有
貞
女
之
風
、
今
年
七
十
余
云
々
」
と
評
し
た

（『
国
史
館
日
録
』）。
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
勝
が
、
節
度
を
守
り
、
妄
り
な
言
動
を
せ
ず
、
貞
女
の
風
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

秀
忠
は
娘
の
貞
節
を
守
ら
せ
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
こ
の
奥
方
法
度
を
定
め
た
と
い
え
よ
う
。
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江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
の
広

敷
向
に
勤
務
す
る
男
性
役
人
の

勤
務
規
定
で
あ
る
奥
方
法
度

は
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）

に
五
か
条
が
発
令
さ
れ
た
の
を

始
め
と
し
て
、
元
和
九
年
に
は

九
か
条
に
増
や
さ
れ
、
基
本
的

な
内
容
が
整
え
ら
れ
る
。
そ
れ

と
の
比
較
を
表
１
に
示
し
た
。

元
和
九
年
令
第
一
条
で
は
、
の

ち
の
広
敷
番
の
頭
に
相
当
す
る

三
人
（
竹
尾
四
郎
兵
衛
・
筧
助

兵
衛
・
松
田
六
郎
左
衛
門
）
が

交
替
で
夜
詰
を
し
、
奥
方
法
度

の
違
反
者
を
留
守
居
に
言
上
す

る
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
が
、
本

法
度
で
は
そ
れ
に
該
当
す
る
条

項
が
な
い
。
三
人
に
相
当
す
る

の
は
筑
後
守
だ
が
、
夜
詰
規
定

表１　奥方法度の比較
元和９年（1623） 寛永３年（1626）

1

①御台所御法度之儀、竹尾四郎兵衛・筧
助兵衛・松田六郎左衛門、三人一日一夜
相詰、諸事善悪之儀可申付、若背御下知不
届之もの有之者、無用捨可有言上、令遠慮
於不申上者右三人可為曲事、

2
②御門出入之事、手判なくして女上下とも
に通すべからす、従晩六ツ過候ハヽ、たと
ひ手判有之とも、通すべからざる事、

②女出入の事、局書付を筑後守所へ遣わ
し、筑後手形を以て出入すべき事、

3
③御局より奥へ男出入有べからざる事、
附、奥方へ御普請・掃除以下、万事御用之
時ハ右三人召連可参事、

①台所より奥へ、十より上の男、一切出入
すべからざる事、

4 ④出家・社人者、表の御台所迄相越、右三
人に可申談事、 ③出家幷陰陽師、台所へ一切入まじき事、

5

⑤驢庵・延寿院道三、此三人者、奥の御台
所迄祗候あるべし、此外之医師は御用次
第、四郎兵衛・助兵衛・六郎左衛門方よ
り可召寄事、

④扶持人之外、医師むざと入べからざる事、

6
⑥大名衆より使者之事、この以前奥の御台
所まで参つけ候、使者は御寄付迄参り、右
三人に可申理事、

⑤礼を申者あらば、筑後守を以て申、幷表
向の使在之時は、これ又筑後守を以、局ま
で可申事、

7

⑦町人之儀、後藤源左衛門・幸阿弥二人
之者、御用次第奥の御台所迄参べし、其外
の職人も御用之事あるにおゐては、三人よ
り可召寄事、

⑥諸商売人幷むざとしたるもの、局方へ入
まじき事、

8 ⑧はしりこみ女之儀、一切御停止事、 ⑦はしりこみの女かゝへをくべからざる事、

9
⑨総じて奥より御用之事、小大夫・おきや
く・をく三人を以、可被　仰出、其上四郎
兵衛・助兵衛・六郎左衛門可申付事、

⑨総じて奥よりの用の事、年寄たる女とも
を使いたるべし、その外のもの一切無用の
事、

10 ⑧煩いのうち、見舞いの衆、一切停止事
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が
本
法
度
に
な
い
と
す
れ
ば
、
筑
後
守
は
勝
の
屋
敷
内
に
常
住
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
屋
敷
の
坪
数
は
、
延
宝
九
年
（
一
六

八
一
）
に
越
後
騒
動
で
松
平
光
長
が
改
易
さ
れ
た
際
の
記
録
で
は
、
八
千
二
百
十
四
坪
二
合
九
勺
と
な
っ
て
お
り
（『
上
越
市
史
』
別
編

５
藩
政
資
料
一
）、
広
大
な
敷
地
面
積
で
あ
っ
た
。

①
で
は
台
所
（
広
敷
向
）
よ
り
奥
へ
十
歳
よ
り
上
の
男
の
出
入
り
を
禁
じ
た
。
元
和
九
年
令
で
は
一
切
の
出
入
を
禁
じ
て
い
た
が
、

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
は
七
歳
ま
で
を
可
と
し
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
は
九
歳
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
、
以
後
は
九
歳
が
定

着
す
る
。
よ
っ
て
、
幼
少
男
児
の
出
入
り
に
関
し
て
は
、
寡
婦
屋
敷
の
方
が
や
や
緩
や
か
だ
っ
た
。

以
下
、
②
女
の
出
入
は
局
の
書
付
を
筑
後
守
の
所
へ
遣
わ
し
、
筑
後
守
の
手
形
に
よ
り
出
入
り
を
許
可
す
る
事
、
③
出
家
幷
陰
陽
師

と
い
っ
た
宗
教
者
が
台
所
（
広
敷
向
）
へ
来
る
事
の
禁
止
、
④
扶
持
人
以
外
の
医
師
の
出
入
禁
止
、
⑤
勝
へ
の
礼
は
筑
後
守
を
通
し
、

表
向
か
ら
の
使
者
も
筑
後
守
か
ら
局
ま
で
連
絡
し
て
通
す
事
、
⑥
諸
商
売
人
を
局
方
（
長
局
向
）
へ
入
れ
る
事
の
禁
止
、
⑦
走
り
込
み

の
女
を
抱
え
る
事
の
禁
止
で
あ
り
、
広
敷
向
役
人
の
長
と
み
な
さ
れ
る
筑
後
守
（
男
性
）
と
御
殿
女
中
の
長
と
み
な
さ
れ
る
局
（
女
性
）

が
連
携
し
て
男
女
の
出
入
り
を
管
理
す
る
基
本
構
造
は
、
江
戸
城
奥
向
奥
方
に
お
け
る
方
式
と
大
差
は
な
い
。
な
お
、
⑧
で
勝
の
病
気

見
舞
を
一
切
停
止
し
た
事
は
特
徴
的
な
条
項
と
な
る
。
⑨
で
は
奥
の
所
用
は
「
年
寄
た
る
女
」
を
使
う
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
点
で
、

「
年
寄
」「
老
女
」
と
い
っ
た
職
制
の
も
と
で
運
営
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
年
老
の
者
と
い
っ
た
程
度
の
職
掌
の
も
と
で
女
中
が

奉
公
し
て
い
た
状
況
が
わ
か
る
。

【
人
名
・
用
語
】

徳
川
勝　
　

徳
川
秀
忠
三
女
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
五
月
十
二
日
誕
生
（
一
説
、
慶
長
六
年
）。
同
十
六
年
九
月
五
日
に
松
平
忠
直

（
徳
川
家
康
次
男
結
城
秀
康
の
長
男
）
と
婚
姻
、
越
前
北
荘
に
入
輿
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
三
月
に
忠
直
が
豊
後
萩
原
に
配
流

さ
れ
る
と
、
江
戸
城
本
丸
大
奥
に
三
子
（
光
長
・
亀
・
鶴
）
と
と
も
に
移
り
住
ん
だ
。
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
光
長
は
越
後

高
田
二
十
五
万
石
に
移
さ
れ
、
勝
は
「
高
田
様
」
と
称
さ
れ
た
。
寛
永
三
年
に
光
長
（
十
二
歳
）
は
麹
町
邸
、
勝
は
川
田
ケ
窪
邸
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に
移
り
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
二
月
二
十
一
日
に
勝
は
同
地
に
お
い
て
没
し
た
（『
徳
川
諸
家
系
譜
』
四
）。

た
い
所　
　

台
所　

広
敷
向
の
男
性
役
人
が
勤
務
す
る
空
間
。

つ
ほ
ね　
　

局
。
勝
付
の
筆
頭
老
女
。
不
詳
。

筑
後
守　
　
『
徳
川
実
紀
』
で
は
「
執
事
」
と
す
る
が
、
不
詳
。
ち
な
み
に
、
勝
が
死
去
し
た
際
に
は
、
勝
の
願
い
に
よ
り
津
田
宇
右
衛

門
一
英
の
嫡
子
内
記
可
敬
が
幕
府
書
院
番
に
召
し
出
さ
れ
て
お
り
、
一
英
が
勝
の
側
近
く
に
仕
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
一
英
の

父
満
正
は
豊
臣
秀
頼
に
仕
え
、
大
坂
の
陣
後
に
一
英
の
母
（
斯
波
統
銀
の
娘
）
が
崇
源
院
（
秀
忠
本
妻
）
に
仕
え
、
の
ち
勝
付
と

な
り
、
一
英
も
勝
に
仕
え
る
事
に
な
り
、
越
前
に
移
り
住
み
、
の
ち
勝
付
の
家
老
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
可
敬
の
孫
娘
（
蔦
・

千
穂
）
は
十
代
将
軍
家
治
に
仕
え
、
世
嗣
家
基
（
早
世
）
の
生
母
と
な
り
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
九
月
二
十
九
日
よ
り
蓮
光

院
を
称
し
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
三
月
八
日
没
し
た
。
享
年
五
十
五
（『
寛
政
譜
』
一
三
三
八
、
二
〇－

一
八
三
）。

２
．
寛
永
五
年
正
月
二
十
六
日
付
奥
方
法
度

 
 
 
 

條
々

①
一
、
万
事
、
お
く
方
之
儀
、
新
太
郎
い
へ
の
は
つ
と
に
ま
か
せ
、
あ
ひ
そ
む
く
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一 

、
女
上
下
と
も
に
、
一
せ
つ
出
す
へ
か
ら
す
、
よ
う
し
よ
あ
る
と
き
ハ
、
そ
の
用
の
し
な
を
あ
ら
た
め
、
つ
ほ
ね
て
は
ん
に
、
新

太
郎
よ
り
つ
け
を
き
候
も
の
と
も
の
う
ら
は
ん
に
て
出
す
へ
し
、
く
れ
六
す
き
候
ハ
ヽ
、
た
と
ひ
手
は
ん
あ
り
と
も
、
と
を
す
へ

か
ら
す
、
た
ゝ
し
、
き（
急
）う
の
よ
う
あ
る
と
き
は
、
か
く
へ
つ
の
事
、

③
一
、
は
し
り
こ
み
の
女
ち
や
う
し
の
事
、

④
一
、
火
の
や
う
し
ん
か
た
く
申
つ
く
へ
き
事
、

⑤
一
、
お
く
か
た
い
ろ
り
の
事
ゆ
る
し
の
外
、
一
せ
つ
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
、
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右
こ
の
む
ね
を
あ
ひ
ま
も
る
へ
き
も
の
也
、

 
 

寛
永
五
年
正
月
廿
六
日

 
 
 
 

　
　
　
　
　

小
笠
原
縫
殿
助
と
の
へ

【
出
典
】『
東
武
実
録
』

別
本
：『
教
令
類
纂
』（
東
武
実
録
）

【
解
説
】

寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
正
月
二
十
六
日
に
、
徳
川
秀
忠
の
長
女
千
と
本
多
忠
刻
（
播
磨
姫
路
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
勝
を
大
御
所

秀
忠
の
養
女
と
し
、
池
田
新
太
郎
光
政
（
因
幡
鳥
取
）
に
嫁
が
せ
る
際
に
出
さ
れ
た
奥
方
法
度
。「
御
黒
印
」
等
の
記
述
は
な
い
が
、
秀

忠
の
養
女
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
、
法
度
の
制
定
主
体
は
秀
忠
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
勝
に
附
属
さ
れ
た
小
笠
原
縫
殿
助
長
房
に

宛
て
て
出
さ
れ
た
。
①
で
、
奥
方
に
つ
い
て
は
池
田
家
の
法
度
を
遵
守
す
る
よ
う
に
と
規
定
さ
れ
、
嫁
ぎ
先
の
家
の
作
法
に
従
う
よ
う

指
示
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

以
下
、
②
女
の
外
出
を
禁
じ
、
所
用
が
あ
る
場
合
は
局
の
手
判
お
よ
び
池
田
家
側
か
ら
付
け
ら
れ
た
者
の
裏
判
を
取
り
、
夕
刻
六
時

（
午
後
六
時
頃
）
を
過
ぎ
れ
ば
手
判
が
あ
っ
て
も
通
行
不
可
と
す
る
が
、
急
用
の
場
合
は
格
別
と
す
る
、
③
走
り
込
み
の
女
の
禁
止
、
④

火
の
用
心
、
⑤
許
可
者
以
外
の
囲
炉
裏
の
使
用
禁
止
、
で
あ
り
、
基
本
的
に
江
戸
城
の
奥
方
法
度
と
大
差
は
な
い
。
な
お
、
江
戸
城
本

丸
奥
方
法
度
の
元
和
四
年
令
で
夕
刻
六
時
だ
っ
た
出
入
り
禁
止
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
か
ら
申
刻
（
午
後
四
時
頃
）
に
早
め
ら

れ
、
以
後
、
申
刻
で
定
着
す
る
。
ま
た
、
火
の
用
心
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
の
西
丸
法
度
か
ら
条
文
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

【
人
名
・
用
語
】

池
田
新
太
郎　
　

光
政
（
一
六
〇
九
～
八
二
）。
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
八
歳
で
遺
領
を
継
ぐ
が
、
翌
三
年
に
因
幡
鳥
取
三
十
二
万

石
に
移
さ
れ
た
。
同
九
年
に
従
四
位
下
侍
従
に
叙
任
さ
れ
、
光
政
と
改
め
た
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
少
将
と
な
り
、
同
五
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年
に
秀
忠
養
女
勝
（
秀
忠
の
外
孫
、
本
多
忠
刻
と
秀
忠
長
女
千
の
娘
）
と
婚
姻
し
た
（『
寛
政
譜
』
二
六
三
、
五－

四
八
）。
本
多

忠
刻
が
寛
永
三
年
に
没
す
る
と
、
千
は
天
樹
院
（
天
寿
院
と
も
）
を
号
し
、
勝
と
と
も
に
姫
路
か
ら
江
戸
に
移
り
住
ん
だ
。
屋
敷

は
三
の
丸
に
あ
り
、
北
の
丸
に
は
中
屋
敷
が
あ
っ
た
。
一
方
、
池
田
家
の
上
屋
敷
は
大
名
小
路
の
和
田
倉
門
付
近
に
あ
っ
た
。
勝

は
光
政
と
の
間
に
長
男
綱
政
と
奈
阿
・
輝
・
富
幾
・
佐
阿
の
四
女
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
十
月
七
日
に

没
し
た
。
享
年
六
十
一
（
倉
地
克
直
『
池
田
光
政
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

小
笠
原
縫
殿
助　
　

長
房
。
は
じ
め
北
条
氏
直
に
使
え
、
小
田
原
の
陣
後
は
氏
直
と
と
も
に
高
野
山
に
赴
き
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）

に
父
康
広
と
と
も
に
家
康
に
対
面
し
て
御
家
人
と
な
り
、
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
に
武
蔵
多
摩
郡
内
に
て
三
百
五
十
石
を
得
て
、

関
ケ
原
合
戦
、
大
坂
の
陣
に
も
従
い
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
大
番
組
頭
と
な
り
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
に
勝
付
と
し

て
池
田
家
に
出
向
し
、
下
総
香
取
郡
内
で
二
百
石
を
加
増
さ
れ
、
同
二
十
年
十
二
月
七
日
に
致
仕
し
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）

六
月
六
日
に
没
し
た
。
嫡
子
長
真
は
元
和
九
年
よ
り
大
番
、
寛
永
九
年
よ
り
小
普
請
奉
行
を
勤
め
て
お
り
、
池
田
家
に
は
出
向
し

て
い
な
い
（『
寛
政
譜
』
一
九
三
、
四－
一
一
）。

３
．
寛
永
九
年
十
一
月
三
日
付
奥
方
法
度

 
 
 
 

條
々

①
一
、
万
事
お
く
か
た
の
儀
、
高
松
殿
法
度
に
ま
か
せ
、
あ
ひ
背
く
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一 

、
女
上
下
に
よ
ら
す
、
用
な
く
し
て
む
さ
と
出
入
有
へ
か
ら
す
、
出
候
ハ
て
か
な
ハ
さ
る
時
ハ
、
つ
ほ
ね
幷
落
合
善
右
衛
門
さ
し

つ
を
以
、
出
す
へ
き
也
、

 
 

付
、
は
し
り
こ
み
の
女
ち
や
う
し
の
事
、

③
一
、
火
の
よ
う
し
ん
か
た
く
可
申
付
事
、
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右
、
此
旨
を
あ
ひ
守
へ
き
者
也
、

 
 
 

寛
永
九
年
十
一
月
三
日

 
御
黒
印

【
出
典
】『
東
武
実
録
』

別
本
：『
教
令
類
纂
』（
東
武
実
録
）

【
解
説
】

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
十
一
月
三
日
に
松
平
光
長
（
越
後
高
田
）
の
次
女
鶴
を
家
光
養
女
と
し
、
九
条
忠
象
に
嫁
が
せ
る
際
に
出

さ
れ
た
奥
方
法
度
。
寛
永
七
年
に
姉
の
亀
が
京
都
の
高
松
宮
家
に
嫁
い
で
お
り
、
①
で
高
松
宮
家
の
法
度
に
従
う
よ
う
に
と
取
り
決
め

た
。
嫁
ぎ
先
の
九
条
家
で
は
な
く
、
親
王
家
の
法
度
を
遵
守
す
る
よ
う
命
じ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
以
下
、
局
と
落
合
善
右
衛
門
が
連

携
し
て
女
の
出
入
り
を
管
理
し
、
走
り
込
み
の
女
を
抱
え
る
事
の
禁
止
、
火
の
用
心
を
命
じ
た
点
は
、
２
と
同
様
で
あ
る
。

【
人
名
・
用
語
】

高
松
殿　
　

高
松
宮
好
仁
親
王
（
一
六
〇
三
～
一
六
三
八
）。
後
陽
成
帝
第
七
皇
子
。
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
高
松
宮
家
を
創
立
し

た
。
寛
永
七
年
十
一
月
に
松
平
忠
直
の
長
女
亀
（
入
輿
後
は
寧
子
）
が
秀
忠
の
養
女
と
な
り
、
好
仁
に
嫁
い
だ
。
寛
永
十
五
年
に

好
仁
が
死
去
す
る
と
、
亀
は
落
飾
し
て
宝
珠
院
と
号
し
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
冬
に
越
後
高
田
に
移
住
し
、
幕
府
よ
り
米
五

百
俵
、
越
後
松
平
家
か
ら
は
二
千
石
を
給
与
さ
れ
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
正
月
十
七
日
に
没
し
た
。
享
年
六
十
五
（『
徳
川
諸

家
系
譜
』
四
）。

松
平
鶴　
　

松
平
忠
直
と
徳
川
勝
（
秀
忠
三
女
）
の
次
女
と
し
て
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
六
月
六
日
に
越
前
北
庄
で
生
ま
れ
た
。
寛

永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
家
光
養
女
と
し
て
九
条
忠
象
（
道
房
）
に
嫁
ぎ
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
九
月
十
九
日
没
。
享
年

五
十
四
（『
徳
川
諸
家
系
譜
』
四
）。
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つ
ぼ
ね　
　

鶴
付
の
奥
女
中
筆
頭
と
み
ら
れ
る
が
、
不
詳
。

落
合
善
右
衛
門　
　

２
か
ら
類
推
す
れ
ば
婚
家
の
九
条
家
側
か
ら
付
け
ら
れ
た
者
の
可
能
性
が
高
い
が
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
頃

の
「
松
井
平
越
後
守
三
位
中
将
光
長
家
中
幷
知
行
役
附
」
で
は
「
大
小
性
番
大
番
組
」
に
三
百
石
で
配
置
さ
れ
、「
越
後
高
田
惣
家

中
知
行
幷
役
附
」
で
は
「
大
番
頭
村
田
団
右
衛
門
組
」
三
百
石
と
な
っ
て
お
り
、
鶴
の
死
後
に
越
後
松
平
家
に
仕
え
た
事
が
確
認

で
き
る
（『
上
越
市
史
叢
書
５　

史
料
集
・
高
田
の
家
臣
団
』）。

４
．
万
治
二
年
六
月
付
雉
子
橋
比
丘
尼
所
壁
書

 
 
 
 

定

①
一 

、
他
所
之
男
子
十
歳
よ
り
う
へ
ハ
、
内
長
屋
門
之
内
え
一
切
入
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一 

、
外
か（
冠
木
）

ふ
き
門
よ
り
内
、
長
屋
の
間
へ
は
諸
商
人
可
入
之
、
幷
親
類
縁
者
又
は
使
呉
服
屋
な
と
来
る
と
き
は
、
卯
之
下
刻
よ
り
申

之
下
刻
ま
て
ハ
改
之
、
会
所
口
迄
通
す
へ
し
、
番
之
者
出
合
、
召
仕
之
女
罷
出
、
用
所
等
可
申
次
事
、

③
一 

、
人
宿
一
切
仕
へ
か
ら
す
、
惣
し
て
一
夜
の
と
ま
り
も
い
た
さ
せ
申
間
敷
事
、

④
一 

、
三
人
の
比
丘
尼
衆
、
門
之
外
え
罷
出
候
儀
ハ
、
祖
心
・
あ
ふ
ミ
・
岡
野
・
お
さ
し
、
此
四
人
え
申
こ
と
ハ
り
、
其
返
答
次
第
た

る
へ
き
事
、

⑤
一 

、
暮
六
ツ
以
後
、
し
ま
り
土
戸
三
人
之
番
之
も
の
お
も
て
よ
り
し（

錠

）
や
う
を
お
ろ
す
へ
し
、
但
急
用
之
と
き
は
、
不
自
由
に
無
之
様

に
断
次
第
可
仕
事
、

 

右
條
々
、
可
相
守
此
旨
、
若
猥
之
輩
在
之
に
お
ゐ
て
は
、
番
之
者
申
断
、
其
趣
有
体
に
酒
井
紀
伊
守
・
本
多
美
作
守
・
伊
澤
隼
人
正
・

北
条
右
近
太
夫
え
可
申
達
、
自
然
於
隠
置
は
、
番
之
者
可
為
曲
事
者
也
、

 
 

万
治
二
年
六
月
日　
　
　

奉
行
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【
出
典
】『
武
家
厳
制
録
』
二
七
三

別
本
：『
憲
教
類
典
』『
教
令
類
纂
』（
十
三
本
御
制
法
・
慶
録
記
・
慶
延
令
条
）

【
解
説
】

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
六
月
に
雉
子
橋
の
比
丘
尼
屋
敷
に
高
札
が
建
て
ら
れ
た
。
①
十
歳
よ
り
上
の
男
子
は
屋
敷
の
内
側
の
仕
切

り
で
あ
る
長
屋
門
内
へ
一
切
入
れ
て
は
な
ら
な
い
、
②
外
側
に
あ
る
冠
木
門
か
ら
内
側
の
長
屋
門
の
間
に
商
人
は
入
っ
て
も
よ
い
が
、

親
類
・
縁
者
や
使
呉
服
屋
等
は
卯
之
下
刻
（
午
前
七
時
頃
）
よ
り
申
之
下
刻
（
午
後
五
時
頃
）
ま
で
改
め
た
う
え
で
会
所
口
ま
で
は
通

し
て
よ
い
、
番
の
者
が
立
ち
合
い
、
召
仕
の
女
が
出
て
き
て
用
所
等
を
取
り
次
ぐ
事
、
③
屋
敷
内
で
は
一
切
宿
泊
禁
止
、
④
三
人
の
比

丘
尼
が
門
外
に
出
る
時
は
本
丸
の
女
中
四
人
（
祖
心
・
近
江
・
岡
野
・
さ
し
）
に
断
り
、
そ
の
返
事
次
第
に
許
可
す
る
事
、
⑤
暮
六
時

（
午
後
六
時
頃
）
以
後
は
締
ま
り
土
戸
を
三
人
の
番
人
が
表
側
よ
り
錠
を
お
ろ
す
が
、
急
用
時
に
不
自
由
が
な
い
よ
う
に
す
る
事
、
と
さ

れ
、
以
上
に
違
反
す
る
者
が
い
れ
ば
番
人
に
断
り
、
留
守
居
四
人
（
酒
井
・
本
多
・
伊
澤
・
北
条
）
へ
伝
え
、
隠
し
た
場
合
は
番
の
者

の
曲
事
と
す
る
、
と
命
じ
た
。

屋
敷
の
主
人
で
あ
る
比
丘
尼
三
人
と
は
家
光
死
後
に
出
家
し
た
側
妾
（
中
﨟
）
と
み
ら
れ
る
が
、
屋
敷
は
冠
木
門
、
長
屋
門
、
締
ま

り
土
戸
に
よ
っ
て
出
入
り
が
厳
重
に
管
理
さ
れ
、
夕
刻
に
は
錠
が
お
ろ
さ
れ
た
。
外
出
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
江
戸
城
本
丸
の
将
軍

家
綱
付
女
中
四
人
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
丸
の
外
に
屋
敷
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥

方
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。

【
人
名
・
用
語
】

雉
子
橋　
　

近
世
前
期
に
は
大
炊
頭
橋
と
一
橋
門
と
間
に
あ
る
橋
で
、
橋
を
渡
っ
た
城
側
に
雉
子
橋
門
（
桝
形
）
が
あ
り
、
そ
の
左
手

は
松
平
伊
豆
守
信
綱
の
屋
敷
、
右
手
は
平
川
門
と
竹
橋
の
間
に
内
藤
伊
賀
守
忠
重
の
屋
敷
が
あ
っ
た
（「
武
州
豊
島
郡
江
戸
庄
図
」）。

正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
の
「
江
戸
大
絵
図
」（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
）
で
は
内
藤
家
の
屋
敷
地
は
空
白
と
な
っ
て
お
り
、
お
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そ
ら
く
こ
の
場
所
に
比
丘
尼
屋
敷

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

比
丘
尼
三
人　
　

家
光
の
側
妾
（
中
﨟
）

で
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
六
月

に
生
存
し
て
い
る
の
は
、「
幕
府
祚

胤
伝
」
に
よ
れ
ば
、
長
男
家
綱
の

生
母
宝
樹
院
（
増
山
楽
）、
三
男
綱

重
の
生
母
順
性
院
（
藤
枝
夏
）、
四

男
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
（
本
庄

玉
）、
五
男
鶴
松
の
生
母
定
光
院

（
青
木
里
佐
）、
永
光
院
（
六
条

万
）、
芳
心
院
（
多
門
琴
）
の
七
人

だ
が
、
こ
の
内
、
宝
樹
院
・
順
性

院
・
桂
昌
院
の
三
人
は
、
生
母
と

し
て
各
屋
敷
に
居
住
し
た
た
め
該

当
し
な
い
。

 
 
 

表
２
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四

八
）
三
月
五
日
に
家
綱
の
中
剃
始

め
の
際
に
祝
儀
を
受
け
た
者
と
同

慶安元年 （1648） 慶安４年 （1651）
1 やち 13 宝樹院御方
2 あふみ 8 天樹院御方
3 御乳の人 9 高田御方
4 刑部卿 12 中丸御方
5 おさし 10 清泰院御方
6 おとめ 11 千代姫君御方
7 惣女中 26 おなつ
8 天樹院御方 28 おたま
9 高田御方 a 梅小路
10 青泰院御方 b おまん
11 千代姫君御方 29 おりさ
12 中丸御方 27 おまさ
13 大納言様御袋之御方 23 祖心
14 刑部卿 20 こわ
15 あせち 21 ひこ
16 大上臈 19 しゆりん
17 小上臈５人 15 あせち
18 長野 30 伊勢上人
19 しゆりん d 尾張せいしゃう院
20 こわ 22 まし山
21 ひこ e 松平和泉守母義
22 まし山殿 f 牧野内匠頭内義

23 祖心 g 酒井日向守内義
24 おたあ h 岡部なあ
25 からはし i 堀清徳院
26 おなつ j 宮城越前守内義
27 おまさ k 天寿院殿ノなか尾
28 おたま l 保ノそうゑ
29 おりさ m にく
30 伊勢上人 n やす
31 公方様惣女中 o めなしぢやう
32 御袋御方惣女中 p 清雲院
33 酒井河内守母義 q 中丸つほね
34 戸田左門内室 r 尾張のゝむら
35 酒井河内守 s 加賀いわき
36 戸田左門 t 本丸宇治
37 酒井紀伊守 u 長松殿小倉

v 同所御乳
w 徳松殿こやま
x 同所御乳
y 鎌倉えいしやう寺
z 御梅の御かた
36 戸田左門
34 同人内義
37 酒井紀伊守

表２

注１）「江戸幕府日記」より作成
注２） 慶安元年の通し番号（数字１～37）を慶安４年の通し番号と対応させ、対応しない者には a～ｚの番

号を付した。



─ 14 ─

江
戸
城
本
丸
女
中
法
度
の
基
礎
的
研
究

四
年
八
月
二
十
一
日
に
家
綱
が
将
軍
宣
下
を
受
け
た
際
に
祝
儀
を
受
け
た
者
の
奥
向
関
係
者
の
一
覧
で
あ
る
。
27
の
お
ま
さ
は
、

家
光
次
男
亀
松
を
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
二
月
二
十
九
日
に
生
ん
だ
が
、
亀
松
は
同
四
年
八
月
四
日
に
早
世
し
た
。
そ
の
た
め

か
、「
幕
府
祚
胤
伝
」
等
で
名
を
確
認
で
き
な
い
が
、
家
光
死
後
も
側
妾
の
地
位
に
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
表
２
の
記
載
順
か
ら
は

「
お
ま
ん
・
お
り
さ
・
お
ま
さ
」
の
三
人
が
比
丘
尼
に
該
当
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
万
（
永
光
院
）
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

の
大
火
後
は
中
丸
（
家
光
本
妻
鷹
司
孝
子
）
と
と
も
に
小
石
川
無
量
院
へ
立
ち
退
き
、
そ
の
後
も
同
地
に
逗
留
し
た
と
さ
れ
、
正

徳
元
年
（
一
七
一
一
）
十
月
十
一
日
に
没
し
、
無
量
院
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
該
当
し
に
く
い
。
表
２
に
は
家
光
晩

年
の
側
妾
で
あ
る
芳
心
院
が
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
三
人
の
比
丘
尼
は
、
ま
さ
（
養
春
院
）・
り
さ
（
定
光
院
）・
琴
（
芳
心
院
）

の
三
人
と
措
定
し
、
今
後
の
検
討
に
待
ち
た
い
。

会
所
口　
　

召
使
の
女
が
出
て
用
を
済
ま
せ
る
よ
う
に
と
あ
る
の
で
、
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
に
お
け
る
七
つ
口
に
相
当
す
る
場
所
と

考
え
ら
れ
る
。

祖
心　
　

牧
村
古
那
（
異
説
で
は
、
な
あ
・
の
う
）。
は
じ
め
前
田
員
知
に
嫁
ぎ
、
の
ち
離
縁
し
て
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
町
野

幸
和
に
再
嫁
し
た
。
孫
娘
の
振
が
家
光
の
長
女
千
代
を
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
閏
三
月
五
日
に
生
み
、
同
十
七
年
八
月
二
十

八
日
に
没
し
た
。
祖
心
は
春
日
局
の
縁
者
で
も
あ
り
、
禅
学
に
通
じ
て
家
光
の
信
頼
も
厚
く
、
春
日
局
の
死
後
は
奥
向
に
お
け
る

重
鎮
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
三
月
十
一
日
に
没
し
た
。
享
年
八
十
八
（
福
田
千
鶴
『
春
日
局
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。
同
年
七
月
十
二
日
に
、
祖
心
が
得
て
い
た
百
人
扶
持
は
切
米
五
百
俵
に
な
お
し
て
、
孫
養
子
牧
村

犬
松
（
直
良
、
二
歳
）
に
与
え
ら
れ
た
（『
寛
政
譜
』
一
二
六
〇
、
一
九－

一
五
五
、『
朝
林
前
編
』）。

あ
ふ
み　
　

近
江
局
（
一
六
〇
四
～
一
六
七
〇
）。
能
瀬
頼
次
の
娘
。
能
勢
長
右
衛
門
頼
資
の
妻
。
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
夫
が
死

去
し
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
よ
り
家
綱
付
「
大
奥
御
年
寄
」
に
召
し
出
さ
れ
、
近
江
の
名
を
与
え
ら
れ
、
五
百
俵
・
十
人
扶

持
と
な
り
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
に
は
金
六
十
両
と
な
っ
た
（「
公
儀
日
記
」）。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
六
月
二
十
八
日
に
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切
米
五
百
石
を
加
増
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
老
中
三
人
（
酒
井
忠
清
・
阿
部
忠
秋
・
久
世
広
之
）
が
列
座
し
、
申
し
渡
さ
れ
た
（「
江

戸
幕
府
日
記
」）。
同
十
年
正
月
二
十
七
日
没
（『
略
譜
』『
寛
政
譜
』
二
七
二
、
五－

九
九
）。
そ
の
後
は
、
近
江
局
が
専
管
し
て
い

た
奉
文
発
給
を
岡
野
・
矢
嶋
の
二
人
が
担
当
し
、
梅
・
岡
野
・
矢
嶋
・
川
崎
の
四
人
が
大
奥
を
管
掌
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と

い
う
が
（『
徳
川
実
紀
』
寛
文
十
年
二
月
二
日
の
条
）、
実
際
に
は
寛
文
十
年
よ
り
梅
・
岡
野
・
矢
嶋
の
三
人
が
老
女
奉
文
に
署
名

す
る
よ
う
に
な
り
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
頃
か
ら
こ
の
三
名
に
川
崎
が
加
わ
っ
た
（「
土
佐
山
内
家
文
書
」）。

岡
野　
　

初
め
乙お
と

女め

。
医
者
の
坂
民
部
卿
法
印
洞
庵
の
娘
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
よ
り
家
光
に
仕
え
、
同
十
八
年
よ
り
家
綱
付
と

な
っ
た
（『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』）。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
二
月
二
十
七
日
に
は
「
岡
野
御
局
」
は
切
米
四
十
石
（
十
四
石
加

増
）
と
な
っ
た
（「
公
儀
日
記
」）。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
六
月
二
十
八
日
に
は
三
百
俵
を
加
増
さ
れ
（「
江
戸
幕
府
日
記
」）、

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
七
月
十
四
日
没
（『
寛
政
譜
』
二
九
九
、
五－

二
六
五
）。「
女
中
御
年
寄
お
か
の
今
朝
死
去
、
日
頃
腫
物

ト
云
々
」（『
朝
林
前
編
』）
と
あ
る
。

お
さ
し　
　

矢
嶋
。
先
祖
の
八
嶋
氏
は
、
木
曽
義
仲
の
末
流
に
し
て
、
近
江
八
嶋
に
住
し
た
と
い
う
家
伝
を
称
す
る
。
夫
豊
田
清
左
衛

門
の
死
後
、「
大
奥
」
に
仕
え
た
。
筋
目
を
調
査
さ
れ
た
上
で
、
娘
と
と
も
に
召
し
出
さ
れ
た
と
い
う
。
寛
永
十
八
年
（
一
六
四

一
）
八
月
に
家
綱
誕
生
時
に
「
御
さ
し
」（
乳
の
人
）
と
な
っ
た
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
二
月
二
十
七
日
に
金
六
十
両
を
給
与

さ
れ
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
家
綱
と
と
も
に
西
の
丸
に
移
り
「
御
年
寄
」
と
な
り
、
矢
の
字
を
与
え
ら
れ
「
矢
嶋
」
と
称
し

た
（『
略
譜
』『
寛
政
譜
』
一
二
二
九
、
一
八－

四
一
八
）。
た
だ
し
、
本
法
令
が
出
さ
れ
た
万
治
三
年
（
一
六
五
九
）
で
も
「
お
さ

し
」
と
あ
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
六
月
二
十
八
日
に
「
矢
嶋
」
は
三
百
俵
を
加
増
さ
れ
た
（「
江
戸
幕

府
日
記
」）。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
病
死
し
、
矢
嶋
に
与
え
ら
れ
て
い
た
合
力
米
三
百
俵
の
内
、
二
百
俵
を
養
子
三
左
衛
門
義

充
、
百
俵
は
菩
提
寺
の
南
泉
寺
（
新
堀
村
）
に
与
え
ら
れ
、
翌
年
四
月
二
十
七
日
に
南
泉
寺
は
家
綱
に
拝
礼
し
た
（『
朝
林
前
編
』）。

酒
井
紀
伊
守　
　

忠
吉
（
一
五
八
九
～
一
六
六
三
）。
秀
忠
に
仕
え
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
裏
門
番
と
な
り
、
加
増
さ
れ
計
七
千
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石
、
馬
上
同
心
六
人
・
徒
同
心
四
十
人
を
預
け
ら
れ
る
。
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
従
五
位
・
和
泉
守
に
叙
任
。
寛
永
元
年
（
一

六
二
四
）
よ
り
父
忠
利
が
老
齢
に
及
ん
だ
の
で
「
大
留
守
居
役
」
の
見
習
い
を
命
じ
ら
れ
、
同
十
一
年
留
守
の
事
を
預
か
り
、
関

所
お
よ
び
諸
家
の
人
質
を
奉
行
し
、
旗
本
八
十
騎
を
附
属
さ
れ
、
与
力
十
騎
・
同
心
五
十
人
を
預
け
ら
れ
る
。
万
治
二
年
（
一
六

五
九
）
七
月
二
十
三
日
に
致
仕
（『
寛
政
譜
』
六
四
、
二－

三
六
）。
な
お
、
和
泉
守
か
ら
紀
伊
守
へ
の
改
名
時
期
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
九
月
か
ら
翌
二
年
九
月
の
間
と
特
定
で
き
る
（『
徳
川
実
紀
』）。

本
多
美
作
守　
　

忠
相
（
一
五
九
九
～
一
六
八
二
）。
秀
忠
に
仕
え
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
従
五
位
下
・
美
作
守
に
叙
任
。
寛
永

九
年
（
一
六
三
二
）
書
院
番
頭
、
同
十
年
加
増
さ
れ
、
計
八
千
石
、
与
力
十
騎
・
足
軽
二
十
人
を
預
け
ら
れ
る
。
明
暦
二
年
（
一
六

五
六
）
正
月
十
二
日
に
留
守
居
に
転
じ
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
九
月
十
一
日
に
辞
任
（『
寛
政
譜
』
六
八
五
、
一
一－

二
五
〇
）。

伊
澤
隼
人
正　
　

政
信
（
一
五
九
五
～
一
六
七
〇
）。
秀
忠
に
仕
え
、
小
姓
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
従
五
位
下
・
隼
人
正
に
叙
任
。

書
院
番
組
頭
、
書
院
番
頭
へ
と
進
み
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
九
月
三
日
よ
り
西
の
丸
勤
務
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
七
月

三
日
に
留
守
居
に
転
じ
た
。
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
二
月
三
日
辞
職
（『
寛
政
譜
』
一
七
一
、
三－

二
九
八
）。

北
条
右
近
大
夫　
　

氏
利
（
一
六
〇
四
～
一
六
七
二
）。
秀
忠
に
仕
え
、
書
院
番
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
従
五
位
下
・
右
近
大
夫

に
叙
任
。
書
院
番
組
頭
、
小
姓
組
番
頭
に
進
み
、
慶
安
三
年
九
月
三
日
に
西
の
丸
書
院
番
頭
に
移
り
、
の
ち
本
丸
勤
務
、
万
治
元

年
（
一
六
五
八
）
三
月
二
十
一
日
に
留
守
居
に
転
じ
た
（『
寛
政
譜
』
五
〇
六
、
八－

三
〇
五
）。

５
．
万
治
三
年
十
月
付
中
丸
壁
書

 
 
 
 

定

①
一 

、
御
番
之
事
、
遠
藤
新
左
衛
門
・
石
川
四
郎
左
衛
門
・
露
木
庄
左
衛
門
・
鈴
木
甚
右
衛
門
、
此
四
人
壱
人
宛
一
日
一
夜
相
勤
、
万

事
可
申
付
之
、
若
不
届
之
族
於
有
之
ハ
、
其
趣
無
用
捨
御
留
守
居
衆
迄
可
申
之
、
令
遠
慮
於
不
申
上
は
可
為
曲
事
事
、
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②
一 

、
表
土
戸
申
刻
以
後
不
可
出
入
、
幷
切
手
番
所
無
手
形
て
一
切
不
可
通
之
、
酉
刻
以
後
は
縦
手
形
雖
有
之
不
可
通
之
、
但
、
無
拠

子
細
有
之
、
小
督
・
増
山
・
北
村
杢
・
岡
本
清
左
衛
門
よ
り
於
相
断
は
可
通
事
、

③
一 
、
奥
御
台
所
え
杢
・
清
左
衛
門
・
新
左
衛
門
・
四
郎
左
衛
門
・
庄
左
衛
門
・
甚
右
衛
門
、
此
六
人
之
外
、
一
切
不
可
有
出
入
事
、

④
一 

、
医
師
之
儀
は
、
上
池
院
・
良
以
、
此
弐
人
於
参
上
ハ
、
杢
・
清
左
衛
門
幷
当
番
頭
令
同
道
、
奥
御
台
所
迄
可
致
参
上
、
自
然
女

中
煩
お
も
く
、
御
台
所
え
出
候
事
不
成
時
ハ
、
右
之
面
々
・
医
師
致
同
道
、
女
中
へ
や
迄
可
参
事
、

⑤
一 

、
奥
方
御
普
請
有
之
節
、
奥
え
大
工
幷
人
足
相
通
時
ハ
、
杢
・
清
左
衛
門
承
届
、
指
図
之
上
、
伊
賀
衆
召
連
可
参
事
、

⑥
一 

、
日
光
御
門
跡
・
毘
沙
門
堂
門
跡
・
増
上
寺
・
伝
通
院
・
山
王
別
当
・
同
神
主
・
知
足
院
・
金
剛
院
よ
り
使
僧
参
上
之
時
ハ
、
杢
・

清
左
衛
門
・
当
番
頭
出
合
、
番
頭
有
之
席
迄
女
中
罷
出
、
挨
拶
可
有
之
事
、

⑦
一 

、
火
之
用
心
堅
可
申
付
之
、
相
定
燈
之
外
、
挑
灯
・
ほ
ん
ほ
り
に
て
用
事
を
叶
へ
し
、
勿
論
大
火
を
た
か
さ
る
や
う
に
、
常
々
堅

可
申
付
事
、

 

右
条
々
可
相
守
此
旨
者
也
、

 
 

万
治
三
年
十
月
日

 

右
ハ
中
丸
様
御
広
敷
張
紙
之
写
也
、

【
出
典
】『
御
当
家
令
條
』
一
六
〇

別
本
：『
憲
教
類
典
』『
教
令
類
纂
』（
十
三
本
御
制
法
・
令
條
記
・
万
天
日
録
）、『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
五
六
（
教
令
類
纂
）

【
解
説
】

『
教
令
類
纂
』
で
は
、
日
下
に
「
奉
行
」
と
あ
る
。
本
理
院
の
屋
敷
の
広
敷
向
に
張
り
出
さ
れ
た
条
目
。「
幕
府
祚
胤
伝
」
に
よ
れ
ば
、

本
理
院
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
東
福
門
院
（
徳
川
和
子
、
後
水
尾
院
中
宮
）
に
対
面
す
る
た
め
上
京
し
た
と
す
る
。
万
治
三
年

の
本
理
院
の
動
向
は
全
く
つ
か
め
な
い
が
、
家
綱
か
ら
の
例
年
の
贈
答
す
ら
確
認
で
き
な
い
の
で
、
江
戸
を
離
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
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い
。
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
四
月
十
一
日
に
は
家
綱
か
ら
鷭
を
贈
ら
れ
て
お
り
、
在
府
が
確
認
で
き
る
。
京
都
か
ら
戻
り
、
北
の
丸

屋
敷
に
再
住
す
る
に
あ
た
り
、
屋
敷
条
目
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
、
本
法
度
の
制
定
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

内
容
は
、
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
法
度
と
同
様
で
あ
る
。『
教
令
類
纂
』
初
集
で
「
大
奥
之
部
」
に
収
め
ら
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
が
、
当
時
の
本
理
院
の
屋
敷
は
北
の
丸
に
あ
り
、
厳
密
に
は
「
大
奥
」
法
度
で
は
な
い
。
内
容
は
、
①
広
敷
番
の
頭
も

し
く
は
そ
れ
に
準
じ
る
四
人
（
遠
藤
・
石
川
・
露
木
・
鈴
木
）
が
一
人
宛
一
日
一
夜
の
交
替
で
勤
務
し
、
不
届
者
を
留
守
居
ま
で
報
告

す
る
、
②
表
土
戸
は
申
刻
以
後
の
出
入
を
禁
じ
、
切
手
番
所
は
手
形
が
な
け
れ
ば
一
切
通
行
不
可
、
酉
刻
以
後
は
手
形
が
あ
っ
て
も
一

切
不
可
と
す
る
が
、
子
細
が
あ
れ
ば
小
督
・
増
山
・
北
村
杢
・
岡
本
清
左
衛
門
に
断
っ
て
通
す
事
、
③
奥
の
台
所
（
広
敷
向
）
へ
六
人

（
北
村
・
岡
本
・
遠
藤
・
石
川
・
露
木
・
鈴
木
）
の
外
は
一
切
出
入
を
不
可
と
す
る
、
④
医
師
（
上
池
院
・
良
以
）
二
人
は
、
北
村
・
岡

本
と
当
番
の
頭
が
同
道
し
て
奥
の
台
所
ま
で
参
上
し
、
女
中
の
煩
が
重
く
、
台
所
に
出
る
事
が
で
き
な
い
時
は
、
右
の
面
々
と
医
師
が

同
道
し
て
女
中
部
屋
ま
で
行
く
事
、
⑤
奥
方
の
普
請
で
奥
へ
大
工
・
人
足
を
通
す
時
は
、
北
村
・
岡
本
が
承
届
け
て
、
指
図
の
上
で
伊

賀
者
を
同
行
さ
せ
る
事
、
⑥
日
光
門
跡
・
毘
沙
門
堂
門
跡
・
増
上
寺
・
伝
通
院
・
山
王
別
当
・
同
神
主
・
知
足
院
・
金
剛
院
な
ど
の
宗
教

者
の
来
訪
は
、
北
村
・
岡
本
と
当
番
の
頭
が
出
合
い
、
番
頭
の
部
屋
ま
で
女
中
が
出
て
挨
拶
す
る
事
、
⑦
火
の
用
心
の
七
か
条
で
あ
る
。

比
丘
尼
屋
敷
と
異
な
り
、
本
理
院
の
外
出
は
一
切
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
江
戸
城
奥
向
奥
方
に
住
居
し
て
い
た
状
況
と
変
わ
ら
な
い
。

そ
の
た
め
か
、
本
理
院
付
女
中
が
本
丸
の
将
軍
付
女
中
の
指
示
を
あ
お
ぐ
よ
う
な
規
定
は
な
い
。
一
方
、
本
理
院
の
広
敷
番
の
頭
と
本

丸
奥
向
奥
方
の
留
守
居
が
連
携
し
て
屋
敷
内
の
出
入
り
を
管
理
す
る
方
式
は
同
様
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
屋
敷
の
主
人
の
男
女
差
に
か

か
わ
ら
ず
、
男
女
の
出
入
り
は
本
丸
同
様
に
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

【
人
名
・
用
語
】

中
丸　
　

鷹
司
孝
子
（
一
六
〇
二
～
一
六
七
四
）。
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
本
妻
。
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
婚
姻
し
た
が
、
同
五
年

頃
か
ら
病
気
と
な
り
、
本
丸
の
奥
向
奥
方
を
出
て
中
丸
に
住
ん
だ
た
め
、
中
丸
と
称
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
正
保
（
一
六
四
四
～
四
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八
）
頃
の
「
江
戸
大
絵
図
」（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
）
で
は
北
の
丸
の
春
日
局
屋
敷
跡
に
移
っ
て
い
る
。
家
光
死
後
は
本
理
院

を
号
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
も
中
丸
を
用
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
明
暦
の
大
火
で
屋
敷
を
罹
災
し
、
永
光
院
と
と
も
に
小
石

川
無
量
院
に
立
ち
退
き
、
そ
こ
に
逗
留
し
た
と
さ
れ
る
が
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
正
月
に
屋
敷
を
再
建
し
て
移
っ
て
い
る
。

場
所
は
、
旧
天
樹
院
屋
敷
と
特
定
さ
れ
て
い
る
（
渋
谷
葉
子
「
江
戸
城
北
の
丸
に
暮
し
た
女
性
た
ち
」『
江
戸
城
の
考
古
学
』
千
代

田
区
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
二
月
六
日
に
は
小
日
向
よ
り
出
火
し
、
小
石
川
・
牛
込
・
代
官

町
・
雉
子
橋
付
近
を
焼
き
、
飯
田
町
に
及
ん
だ
。
本
理
院
の
屋
敷
も
類
焼
し
、
火
の
手
は
江
戸
城
大
奥
に
も
及
ん
だ
。
同
年
九
月

十
二
日
に
は
本
理
院
は
新
屋
敷
の
造
営
が
な
り
、「
館
林
別
墅
」
か
ら
移
っ
た
と
あ
る
の
で
、
右
の
間
は
綱
吉
の
屋
敷
に
逗
留
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
延
宝
二
年
六
月
八
日
に
北
の
丸
屋
敷
に
没
し
た
。
享
年
七
十
三
（『
徳
川
諸
家
系
譜
』）。

遠
藤
新
左
衛
門　
　

信
吉
。
家
光
の
御
徒
に
召
し
出
さ
れ
、
組
頭
を
経
て
、
本
理
院
付
と
な
り
、
中
丸
火
の
番
、
中
丸
広
敷
番
の
頭
と

な
る
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
没
カ
（『
寛
政
譜
』
一
三
四
九
、
二
〇－

二
四
〇
）。

石
川
四
郎
左
衛
門　
　

次
綱
。
寛
永
六
年
に
御
徒
と
な
り
、
組
頭
を
経
て
、
中
丸
広
敷
番
の
頭
と
な
る
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
没

か
（『
寛
政
譜
』
一
二
三
一
、
一
九－

一
）。

露
木
庄
左
衛
門　
　

不
詳
。『
徳
川
実
紀
』
で
は
広
敷
番
の
頭
と
す
る
。

鈴
木
甚
右
衛
門　
　

庸
久
か
。
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
よ
り
御
徒
を
勤
め
、
の
ち
表
火
番
を
へ
て
御
徒
目
付
と
な
る
。
延
宝
八
年
（
一

六
八
〇
）
没
か
（『
寛
政
譜
』
一
四
九
九
、
二
二－

三
一
二
）。『
徳
川
実
紀
』
で
は
広
敷
番
の
頭
と
す
る
。

小
督
・
増
山　
　

本
理
院
付
女
中
。

北
村
杢
（
杢
之
助
）・
岡
本
清
左
衛
門　
　
『
徳
川
実
紀
』
に
よ
れ
ば
、「
用
人
」「
執
事
」
と
す
る
。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
本
理

院
が
再
建
さ
れ
た
屋
敷
に
移
っ
た
際
に
は
、「
執
事
」
白
井
平
兵
衛
勝
久
に
小
袖
四
、
北
村
杢
・
岡
本
清
左
衛
門
に
小
袖
二
宛
が
贈

ら
れ
た
。
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
九
月
に
本
理
院
が
没
す
る
と
、
遺
言
に
よ
り
「
執
事
」
北
村
杢
之
助
が
遺
骨
を
高
野
山
大
徳
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院
に
納
め
て
い
る
。

６
．
寛
文
八
年
九
月
付
比
丘
尼
所
法
度

 

條
々

①
一 

、
他
所
之
男
十
歳
よ
り
上
ハ
門
之
内
江
一
切
入
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一 

、
諸
商
人
幷
親
類
縁
者
又
ハ
使
の
者
な
と
来
る
時
ハ
、
奥
江
申
入
、
断
次
第
卯
下
刻
よ
り
申
下
刻
迄
は
通
す
へ
し
、
但
、
番
之
者

出
合
、
召
仕
候
女
罷
出
用
所
等
可
申
次
事
、

③
一 

、
人
宿
一
切
仕
へ
か
ら
す
、
惣
而
一
夜
泊
も
い
た
さ
せ
申
ま
し
き
事
、

④
一 

、
弐
人
之
比
丘
尼
衆
、
門
之
外
へ
出
ら
る
ゝ
儀
は
、
祖
心
・
あ
ふ
み
・
を
か
の
・
矢
嶋
、
此
四
人
へ
申
断
、
其
返
事
次
第
た
る
へ
き
事
、

⑤
一 

、
暮
六
ツ
時
已
後
は
、
し
ま
り
の
土
戸
弐
人
之
番
之
者
、
表
よ
り
錠
を
お
ろ
す
へ
し
、
但
、
急
用
之
時
ハ
、
不
自
由
に
無
之
様
、

断
次
第
明
た
て
可
仕
事
、

 

右
條
々
、
可
相
守
此
旨
、
若
猥
之
輩
有
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
番
之
者
申
断
、
其
趣
有
体
に
本
多
美
作
守
・
伊
沢
隼
人
正
・
北
条
右
近
太

夫
・
瀧
川
長
門
守
え
可
申
達
之
、
自
然
隠
置
ニ
お
ゐ
て
ハ
番
之
者
可
為
曲
事
者
也
、

 
 
 
 

寛
文
八
年
九
月
日

【
出
典
】『
教
令
類
纂
』（
三
（
マ
マ
）本
御
制
法
）

【
解
説
】

基
本
的
に
４
の
雉
子
橋
比
丘
尼
屋
敷
に
宛
て
た
奥
方
法
度
と
同
じ
で
あ
る
が
、
④
に
「
弐
人
之
比
丘
尼
」
と
あ
り
、
比
丘
尼
が
三
人

か
ら
二
人
に
減
っ
て
い
る
。
寛
文
八
年
九
月
に
は
、
二
月
の
火
事
後
に
再
建
な
っ
た
屋
敷
に
本
理
院
が
移
徙
し
て
い
る
。
雉
子
橋
比
丘

尼
屋
敷
も
同
様
に
火
災
に
あ
い
、
屋
敷
が
再
建
さ
れ
た
際
に
法
度
が
実
際
に
即
し
て
改
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
万
治
二
年
（
一
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六
五
九
）
か
ら
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
ま
で
に
、
三
人
の
比
丘
尼
の
内
一
人
（
お
そ
ら
く
養
春
院
）
が
没
し
、
本
丸
奥
向
奥
方
女
中

の
「
お
さ
し
」
が
「
矢
嶋
」
へ
と
改
名
し
、
留
守
居
が
酒
井
忠
吉
か
ら
瀧
川
利
貞
へ
と
変
更
し
た
点
が
書
き
改
め
ら
れ
た
。

【
人
名
・
用
語
】

瀧
川
長
門
守　
　

利
貞
（
一
六
〇
九
～
一
六
七
七
）。
秀
忠
に
仕
え
、
小
姓
と
な
り
、
中
奥
に
伺
候
し
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
十
二

月
二
十
日
に
従
五
位
下
・
長
門
守
に
叙
任
さ
れ
、
同
十
六
年
書
院
番
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
小
姓
組
組
頭
、
さ
ら
に
同
組
番

頭
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
書
院
番
頭
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
七
月
二
十
一
日
に
留
守
居
に
進
み
、
延
宝
四
年
（
一
六
七

六
）
二
月
七
日
に
勤
め
を
辞
す
（『
寛
政
譜
』
四
六
六
、
八－

三
八
）。

７
．
寛
文
八
戌
申
年
九
月
付
比
丘
尼
所
法
度

 
 
 
 

　

定

①
一 

、
不
断
火
之
用
心
見
廻
之
、
堅
可
申
付
之
、
幷
掃
除
之
儀
無
油
断
申
付
、
屋
敷
之
内
に
前
栽
作
る
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一 

、
両
人
之
比
丘
尼
衆
よ
り
金
銀
衣
類
等
一
切
受
用
仕
へ
か
ら
す
、
勿
論
振
舞
給
へ
か
ら
す
、
自
然
菓
子
・
肴
等
は
不
苦
事
、

③
一 

、
他
所
之
男
十
歳
よ
り
上
は
門
の
内
江
一
切
入
へ
か
ら
さ
る
事
、

④
一 

、
人
宿
一
切
仕
へ
か
ら
す
、
惣
而
一
夜
泊
も
い
た
さ
せ
申
ま
し
き
事
、

⑤
一 

、
諸
商
人
幷
親
類
縁
者
又
者
使
之
者
な
と
来
ル
時
は
奥
へ
申
入
、
断
次
第
卯
刻
よ
り
申
の
下
刻
過
迄
は
通
へ
し
、
但
、
番
之
者
出

合
、
召
仕
の
女
罷
出
用
所
等
可
申
次
事
、

⑥
一 

、
二
人
之
比
丘
尼
衆
門
之
外
江
出
ら
る
ゝ
儀
は
、
祖
心
・
あ
ふ
み
・
岡
野
・
矢
嶋
、
此
四
人
江
申
断
、
其
返
事
次
第
た
る
へ
し
、

但
、
火
事
等
之
節
者
同
道
い
た
し
罷
出
、
落
つ
き
所
迄
送
り
届
、
其
段
御
留
守
居
江
可
申
達
事
、

⑦
一 

、
暮
六
ツ
時
以
後
者
、
門
に
錠
を
お
ろ
す
へ
し
、
但
、
急
用
之
時
ハ
、
不
自
由
に
無
之
様
に
、
断
次
第
明
た
て
可
仕
事
、
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右
、
可
相
守
此
旨
、
猥
之
輩
有
之
に
お
ゐ
て
ハ
、
番
之
者
申
断
、
其
趣
有
体
に
本
多
美
作
守
・
伊
沢
隼
人
正
・
北
条
右
近
太
夫
・
瀧

川
長
門
守
え
可
申
達
之
、
自
然
隠
置
ニ
お
ゐ
て
ハ
番
之
者
可
為
曲
事
者
也
、

 
 
 

寛
文
八
年
九
月
日

【
出
典
】　
『
教
令
類
纂
』（
十
三
本
御
制
法
）

【
解
説
】

６
と
同
年
同
月
に
出
さ
れ
、
内
容
も
③
か
ら
⑦
ま
で
は
基
本
的
な
変
化
は
な
い
。
①
で
は
、
火
の
用
心
・
掃
除
を
心
掛
け
、
退
避
の

際
に
障
害
と
な
る
前
栽
を
作
ら
な
い
事
、
②
で
は
二
人
の
比
丘
尼
か
ら
の
振
る
舞
い
を
受
け
な
い
事
、
が
命
じ
ら
れ
た
。
⑥
で
は
比
丘

尼
の
外
出
は
こ
れ
ま
で
通
り
だ
が
、
火
事
の
節
に
同
道
す
る
場
合
は
、
落
着
場
所
ま
で
送
り
届
け
て
、
そ
の
旨
を
留
守
居
に
連
絡
す
る

事
と
、
火
事
と
い
う
緊
急
時
の
対
応
が
明
確
に
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
従
来
通
り
の
６
を
改
定
し
た
の
ち
、
今
回
の
よ
う
な
火
事
へ
の

対
応
策
を
規
定
し
て
お
く
必
要
か
ら
、
さ
ら
な
る
条
文
改
定
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
人
名
・
用
語
】

両
人
（
二
人
）
の
比
丘
尼　
　

養
春
院
（
成
瀬
ま
さ
）・
定
光
院
（
青
木
り
さ
）・
芳
心
院
（
多
門
琴
）
の
三
人
の
比
丘
尼
の
う
ち
、
寛

文
八
年
（
一
六
六
八
）
段
階
で
生
存
が
確
認
で
き
る
定
光
院
（
一
六
七
四
年
没
）
と
芳
心
院
（
一
六
九
一
年
没
）
か
。
養
春
院
の

没
年
は
伝
わ
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
城
外
に
お
け
る
女
性
を
主
人
と
す
る
屋
敷
で
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
の
延
長
線
上
に

置
か
れ
、
男
女
の
出
入
り
を
厳
し
く
管
理
す
る
法
度
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
特
に
将
軍
本
妻
の
本
理
院
の
場
合
は
、
江
戸
城
本
丸
奥
向

奥
方
法
度
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
の
も
と
に
あ
っ
た
事
が
判
明
し
た
。
た
だ
し
、
他
家
に
嫁
い
だ
娘
に
関
し
て
は
、
嫁
ぎ
先
の
法
度
に
従

う
よ
う
に
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
奥
方
法
度
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
以
降
に
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
右
の
経
緯
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か
ら
も
法
度
の
定
式
化
が
確
認
で
き
、
以
後
は
大
き
な
変
化
も
な
く
推
移
し
た
た
め
、
あ
え
て
記
録
に
残
す
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め

と
考
え
て
お
く
。

二
、
女
中
法
度

本
節
で
は
、
江
戸
城
本
丸
奥
向
奥
方
に
奉
公
す
る
女
中
の
勤
務
規
定
と
し
て
命
じ
ら
れ
た
七
法
令
を
取
り
上
げ
る
。
冒
頭
で
説
明
し

た
よ
う
に
、
女
中
法
度
に
つ
い
て
は
『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
第
一
節
と
同
じ
く
【
出
典
】
は
作
成
の
古
い
史

料
か
ら
引
用
し
、
別
本
と
し
て
そ
の
他
の
史
料
情
報
を
示
し
、
丸
カ
ッ
コ
内
に
当
該
史
料
が
さ
ら
に
典
拠
と
し
た
史
料
を
補
記
し
た
。

【
解
説
】【
人
名
・
用
語
】
も
同
様
に
付
し
、
利
用
の
便
宜
の
た
め
に
条
文
の
最
初
に
丸
囲
み
数
字
を
置
い
た
。

１
．
寛
文
十
年
二
月
二
十
二
日
付
女
中
法
度

 
 
 

條
々

①
一 

、
奥
方
上
下
共
ニ
、　

公
儀
之
た
め
を
第
一
ニ
存
、
う
し
ろ
く
ら
き
儀
仕
へ
か
ら
す
、
惣
し
て
ほ（

傍

輩

）

う
は
い
中
申
合
、
悪
し
き
儀
ニ
一

味
い
た
し
、
か
た
ん
仕
へ
か
ら
さ
る
事
、

②
一 

、
側
近
き
奉
公
い
た
す
輩
、
別
し
て
申
合
、
あ
し
く
仕
へ
か
ら
さ
る
事
、

③
一 

、
奥
方
法
度
の
お
も
む
き
、
何
事
ニ
よ
ら
す
い
さ
ゝ
か
も
相
そ
む
く
へ
か
ら
さ
る
事
、

④
一 

、
梅
・
岡
野
・
矢
嶋
・
川
崎
、
此
四
人
申
渡
儀
、
相
そ
む
く
へ
か
ら
す
、
其
外
た
れ
人
に
よ
ら
す
、
法
度
之
旨
申
し
き
か
す
る
に

お
ゐ
て
ハ
、
違
背
い
た
す
へ
か
ら
さ
る
事
、

⑤
一 

、
万
奥
方
の
作
法
、
他
人
は
申
に
お
よ
は
す
、
親
類
・
縁
者
・
よ
し
ミ
の
者
た
り
と
い
ふ
と
も
、
一
切
他
言
仕
へ
か
ら
す
、
以
来
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さ
き
〳
〵
よ
り
あ
ら
は
る
ゝ
に
お
ゐ
て
ハ
、
急
度
く
せ
事
ニ
申
付
へ
き
事
、

⑥
一 
、
け
ん
や
く
の
事
、
か
ね
て
申
出
す
通
り
、
か
た
く
相
ま
も
り
、
衣
類
幷
音
信
取
か
わ
し
之
儀
、
成
程
か
ろ
く
い
た
す
へ
き
事
、

⑦
一 
、
女
や
と
〳
〵
へ
出
る
事
、
梅
・
岡
野
・
矢
嶋
・
川
さ
き
、
此
四
人
に
う
か
ゝ
ひ
、
さ
し
つ
し
た
ひ
日
数
を
定
、
ま
か
り
出
へ
し
、

み
た
り
に
有
之
に
お
ゐ
て
ハ
く
せ
事
た
る
へ
き
事
、

⑧
一 

、
へ
や
〳
〵
へ
親
類
・
縁
者
の
女
、
よ
ひ
寄
る
事
、
右
四
人
に
申
う
か
ゝ
ひ
、
さ
し
つ
に
ま
か
す
へ
し
、
断
な
く
し
て
み
た
り
の

と
も
か
ら
あ
ら
は
、
く
せ
事
た
る
へ
き
事
、

⑨
一 

、
へ
や
〳
〵
火
之
用
心
、
昼
夜
と
も
に
ゆ
た
ん
な
く
申
付
へ
き
事
、

 

右
條
々
か
た
く
相
ま
も
る
へ
し
、
も
し
違
背
之
や
か
ら
あ
ら
ハ
、
科
の
お
も
き
か
ろ
き
に
し
た
か
ひ
、
急
度
申
付
へ
き
者
也
、

 
 

寛
文
十
年
二
月
廿
六二

日

 
 
 

御
黒
印

【
出
典
】『
教
令
類
纂
』（
十
三
本
御
制
法
）

別
本
：『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
〇
（
十
三
本
御
制
法
）。

【
解
説
】

女
中
方
の
作
法
は
、
七
歳
よ
り
浅
井
江
（
崇
源
院
、
秀
忠
本
妻
）
に
仕
え
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
江
が
死
去
し
た
後
は
秀
忠

に
仕
え
た
と
い
う
椿
井
き
い
（
高
徳
院
・
智
慶
、
寛
永
七
年
没
）
が
「
お
ほ
せ
を
か
う
ふ
り
て
女
中
が
た
の
作
法
を
制
す
」
と
さ
れ
る
。

江
戸
中
期
に
真
田
増
誉
が
著
し
た
『
明
良
洪
範
』
に
「
都
て
奥
向
の
定
法
は
、
皆
二
位
の
局
（
稲
葉
福
、
春
日
局
）
の
制
作
な
り
と
ぞ
」

と
記
さ
れ
た
た
め
、
大
奥
の
制
度
を
作
っ
た
の
は
春
日
局
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
奥
方
法
度
が
元
和
期
に
制
定
さ
れ
た
点
か
ら
し
て
、

秀
忠
の
時
代
か
ら
次
第
に
整
え
ら
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
（
福
田
千
鶴
『
春
日
局
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。
将
軍
・
大
御

所
秀
忠
の
意
向
の
も
と
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
奥
向
奥
方
に
奉
公
す
る
女
中
に
よ
っ
て
自
律
的
に
規
律
が
定
め
ら
れ
て
い
た
点
は
重
要
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だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
規
律
や
法
度
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
規
律
が
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
管
理
・
運
営
さ

れ
、
外
部
に
出
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
前
提
に
、
女
中
法
度
と
し
て
記
録
に
残
る
法
令
は
本
法
度
が
最
初
と
な
る
。
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
正
月
二
十
七
日
に
、

将
軍
家
綱
の
信
頼
厚
い
近
江
局
が
没
し
た
。
二
月
一
日
に
は
、
こ
れ
ま
で
奥
方
か
ら
の
奉
文
は
近
江
局
一
人
で
担
当
し
て
い
た
が
、
以

後
は
岡
野
・
矢
嶋
の
二
人
が
担
当
し
、
奥
方
は
年
寄
の
梅
・
岡
野
・
矢
嶋
・
川
崎
の
四
人
が
担
当
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
。
本
法

度
は
近
江
局
没
後
の
体
制
刷
新
を
背
景
に
、
将
軍
家
綱
の
「
御
黒
印
」
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
。
条
文
内
容
か
ら
は
、
表
向
や
奥
向
の
男

性
役
人
の
関
与
は
う
か
が
え
な
い
。
③
で
奥
方
法
度
の
遵
守
が
命
じ
ら
れ
た
点
で
、
こ
れ
ま
で
広
敷
向
の
規
定
で
あ
っ
た
奥
方
法
度
は

単
に
広
敷
向
の
男
性
役
人
だ
け
で
な
く
、
女
中
も
共
有
す
べ
き
法
令
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
他
の

条
文
で
は
奥
向
奥
方
は
老
女
四
人
に
よ
り
自
律
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
女
中
法
度
が
表
向
の
男
性
側
の
記
録
に
残
さ
れ
た
と
い
う
点
、
ま
た
同
日
に
出
さ
れ
た
次
掲
の
２
に
は
老
中
連

名
の
署
名
が
あ
る
状
況
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
本
法
度
に
も
老
中
の
関
与
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
よ
っ
て
、
男
性
役
人
に
よ
る
女

中
の
規
律
化
（
支
配
）
へ
の
志
向
が
こ
こ
に
始
ま
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

内
容
は
、
①
で
「
公
儀
」
を
第
一
に
し
、
悪
事
に
荷
担
し
な
い
事
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
公
儀
」
は
表
向
の
事
柄
と
い
う
よ
り
は
、

将
軍
＝
家
綱
を
中
心
に
し
て
私
意
を
は
さ
ま
ず
公
共
性
を
保
つ
態
度
を
求
め
た
条
項
と
解
釈
し
た
い
。
②
で
は
特
に
将
軍
の
側
近
く
で

奉
公
す
る
者
に
①
の
心
得
を
命
じ
、
③
奥
方
法
度
の
遵
守
、
④
年
寄
四
人
（
梅
・
岡
野
・
矢
嶋
・
川
崎
）
の
命
令
に
従
う
事
、
⑤
奥
方

の
事
は
一
切
他
言
し
て
は
な
ら
ず
、
違
反
者
は
厳
罰
に
す
る
事
、
⑥
倹
約
、
⑦
外
泊
は
年
寄
四
人
の
指
図
を
受
け
る
事
、
⑧
部
屋
内
へ

女
を
呼
び
寄
せ
る
際
も
年
寄
四
人
の
指
図
を
受
け
る
事
、
⑨
火
の
用
心
、
を
定
め
た
。

【
人
名
・
用
語
】

梅  　

樋
口
信
孝
の
娘
。
近
江
局
の
死
後
に
年
寄
筆
頭
の
地
位
に
置
か
れ
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
二
月
二
十
七
日
に
米
五
十
石
（
三
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十
石
加
増
）
と
な
っ
た
（「
公
儀
日
記
」）。
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
八
月
二
十
三
日
に
没
し
、
弟
の
左
京
信
慶
に
上
使
三
浦
八
兵

衛
が
派
遣
さ
れ
、
銀
百
枚
が
与
え
ら
れ
た
（『
朝
林
前
編
』）。
信
慶
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
十
月
三
日
に
家
綱
に
初
目
見
え

し
、
祖
母
の
名
字
で
あ
る
中
条
を
称
し
た
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
三
月
一
日
に
廩
米
五
百
俵
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
梅
の
死
に

よ
り
そ
の
月
俸
の
内
二
十
口
と
金
百
両
が
信
慶
の
妻
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
（『
寛
政
譜
』
一
三
九
八
、
二
一－

九
三
）。
な
お
、

梅
は
家
光
側
妾
の
永
光
院
（
六
条
万
）
や
大
上
﨟
の
梅
小
路
（
岩
瀬
文
庫
「
将
軍
御
外
戚
伝
」
に
よ
れ
ば
、
後
水
尾
院
・
後
西
院
・

花
町
院
の
長
橋
局
と
し
て
仕
え
、
烏
丸
資
忠
と
婚
姻
し
、
晩
年
江
戸
城
奥
向
に
仕
え
た
と
す
る
）
と
混
同
さ
れ
る
が
、
表
２
か
ら

い
ず
れ
と
も
別
人
で
あ
る
と
判
明
す
る
（
ａ
梅
小
路
、
ｂ
お
ま
ん
、
ｚ
御
梅
の
御
か
た
）。

川
崎　
　

祖
父
は
織
田
信
長
の
五
男
勝
長
の
子
正
元
で
、
尾
張
中
嶋
郡
川
崎
庄
に
住
ん
だ
た
め
、
川
崎
を
名
字
と
し
た
。
父
は
そ
の
子

六
郎
左
衛
門
正
利
。
春
日
局
の
意
向
に
よ
り
、
家
綱
の
「
乳
人
」
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
の
ち
、
川
崎
を
称
し
、
寛
文
四
年
（
一

六
四
四
）
六
月
二
十
八
日
に
は
二
百
俵
を
加
増
さ
れ
た
。
家
綱
の
死
後
は
剃
髪
し
て
真
珠
院
と
号
し
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

三
月
九
日
に
病
死
し
た
。
川
崎
の
娘
は
家
綱
本
妻
の
高
巌
院
（
浅
宮
顕
子
）
の
大
年
寄
外
山
と
な
り
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）

八
月
の
高
巌
院
の
没
後
は
剃
髪
し
て
渓
心
院
と
号
し
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
十
月
一
日
に
没
し
た
。
享
年
六
十
六
。
外
山
の

養
女
（
父
は
並
河
新
五
左
衛
門
、
母
は
川
崎
内
蔵
助
正
玄
の
娘
）
は
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
九
月
四
日
に
「
大
奥
御
年
寄
」

と
な
り
、
同
七
年
十
一
月
七
日
に
病
気
に
よ
り
辞
職
し
た
が
、
宛
行
は
そ
の
ま
ま
と
さ
れ
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
十
月
九

日
に
没
し
た
。
ま
た
、
そ
の
妹
と
さ
れ
る
浦
尾
（
平
山
忠
右
衛
門
娘
）
も
外
山
の
養
女
と
な
り
、
宝
永
四
年
九
月
に
「
御
中
﨟
」

に
召
し
出
さ
れ
、
同
六
年
に
「
若
年
寄
」、
享
保
二
年
正
月
七
日
に
「
御
年
寄
」、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
同
役
を
辞
し
、
安

永
三
年
（
一
七
七
四
）
八
月
二
十
一
日
に
没
し
た
（
国
立
公
文
書
館
蔵
「
渓
心
院
文
」「
川
崎
系
図
」）。
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２
．
寛
文
十
年
二
月
廿
二
日
付
女
中
法
度

 
 
 

條
々

①
一 
、
万
お
も
て
む
き
の
御
用

 
 
 

大
猷
院
様
御
條
目
幷
此
度
せ
い
し
の
前
書
に
も
有
之
通
、
相
ま
も
ら
れ
、
一
切
か
ま
ひ
申
さ
る
へ
か
ら
す
、
も
ち
ろ
ん
御
前
江
申

上
ら
る
ゝ
儀
も
か
た
く
無
用
た
る
へ
き
事
、

②
一 

、
御
台
様
御
為
よ
き
や
う
に
万
相
心
得
ら
る
へ
し
、
し
か
れ
共
、
当
座　

御
意
に
入
、
後
に
さ
ゝ
は
り
に
な
る
へ
き
事
ハ
、
申
上

ら
る
へ
か
ら
す
、
も
し
さ
や
う
の
人
あ
ら
ハ
、
老
中
江
申
さ
る
へ
き
事
、

③
一 

、
諸
大
名
・
同
内
儀
か
た
・
公
家
・
門
跡
・
御
は
た
も
と
の
め
ん
〳
〵
・
出
家
・
町
人
、
惣
し
て
た
れ
人
に
よ
ら
す
、
御
前
に
お

ひ
て
と
り
な
し
た
て
、
そ（

訴

訟

）

し
や
う
か
ま
し
き
儀
相
た
の
ま
れ
申
上
さ
る
や
う
に
御
そ
は
近
き
面
々
へ
つ
ね
〳
〵
か
た
く
申
渡
さ
る

へ
き
事
、

④
一 

、
世
上
之
と
り
さ
た
承
り
、
諸
人
よ
し
あ
し
の
う
ハ
さ
、
み
た
り
に
御
前
へ
申
上
ら
る
へ
か
ら
す
、
風
せ
つ
に
ハ
ひ
ゐ
き
〳
〵
あ

り
て
誠
ハ
ま
れ
に
て
、
大
か
た
い
つ
は
り
た
る
へ
し
、
此
旨
あ
と
〳
〵
の
御
条
目
に
も
く
わ
し
く
こ
れ
あ
る
間
、
御
そ
は
近
き
衆

へ
よ
く
〳
〵
申
ふ
く
め
ら
る
へ
き
事
、

⑤
一 

、
奥
か
た
に
て　

御
目
見
い
た
す
女
中
、
か
ね
て
御
定
之
外
か
た
く
無
用
た
る
へ
し
、
も
し
、　

御
目
見
い
た
さ
す
し
て
か（
は
脱
カ
）

な
さ
る

人
あ
ら
ハ
、
そ
の
し
た
い
老
中
ま
て
内
談
之
上
、　

御
耳
に
た
て
ら
る
へ
し
、
た
と
ひ
御
書
た
て
の
内
た
り
と
い
ふ
と
も
、
御
一
門

方　

御
目
見
の
時
ハ
、
前
か
と
老
中
へ
う
か
ゝ
ひ
申
さ
る
へ
き
事
、

⑥
一 

、
御
前
ち
か
き
面
々
、
つ
ね
〳
〵
心
を
つ
け
あ
る
ひ
ハ
酒
に
ゑ
ひ
ミ
た
れ
、
あ
る
ひ
は
気
む
ら
な
る
も
の
あ
ら
ハ
、
た
れ
人
に
よ

ら
す
、
右
四
人
ま
て
有
て
い
に
申
様
に
よ
く
〳
〵
相
ふ
く
め
ら
る
へ
き
事
、

⑦
一 

、
奥
か
た
役
人
之
事
、
万
よ
し
あ
し
を
せ
ん
き
い
た
さ
れ
、
前
か
た
老
中
へ
内
談
あ
り
て
、　

御
聞
に
立
ら
れ
仰
付
ら
る
ゝ
や
う
に
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い
た
さ
る
へ
き
事

 
右
条
々
か
た
く
相
守
ら
る
へ
し
、
も
し
違
背
の
と
も
か
ら
あ
ら
ハ
、
御
せ
ん
さ
く
の
上
、
急
度
く
せ
事
に
仰
付
ら
る
へ
き
者
也
、

 
 
 
 

寛
文
十
年
二
月
廿
二
日　
　
　

但
馬
守
判

 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
守
判

 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

美
濃
守
判

 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
後
守
判

 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
楽
頭
判

 
 
 
 

　
　
　
　
　
（
於
梅
殿
脱
カ
）

 
 
 
 

　
　
　
　
　

 

岡
野
殿

 
 
 
 

　
　
　
　
　

 

矢
嶋
殿

 
 
 
 

　
　
　
　
　

 

川
崎
殿

【
出
典
】『
教
令
類
纂
』（
十
三
本
御
制
法
）

別
本
：『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
一
（
十
三
本
御
制
法
）

【
解
説
】

１
と
同
日
付
で
命
じ
ら
れ
た
。
①
表
向
の
御
用
は
家
光
（
大
猷
院
）
の
條
目
と
誓
詞
前
書
の
旨
を
守
り
、
一
切
関
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、

将
軍
家
綱
へ
の
言
上
は
無
用
と
す
る
事
、
②
御
台
（
浅
宮
）
の
為
と
な
る
事
を
心
得
て
、
問
題
人
物
が
い
れ
ば
老
中
へ
報
告
す
る
事
、

③
諸
大
名
・
同
内
儀
方
・
公
家
・
門
跡
・
旗
本
・
出
家
・
町
人
な
ど
、
誰
で
あ
っ
て
も
家
綱
に
取
次
ぎ
、
訴
訟
が
ま
し
い
事
を
頼
ま
れ

て
は
な
ら
な
い
。
特
に
側
近
い
者
た
ち
に
厳
命
し
て
お
く
事
、
④
世
上
の
風
聞
な
ど
を
家
綱
に
言
上
し
て
は
な
ら
な
い
事
、
こ
れ
も
側

近
き
者
に
厳
命
す
る
事
、
⑤
奥
方
で
目
見
え
を
す
る
女
中
は
、
規
定
通
り
に
す
る
事
。
も
し
、
子
細
が
あ
れ
ば
、
老
中
ま
で
内
談
の
う
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え
で
家
綱
の
許
可
を
得
る
事
、
奥
方
に
入
る
事
を
許
さ
れ
た
書
立
て
に
名
が
あ
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、「
御
一
門
方
」
が
家
綱
に
目
見
え

を
す
る
時
は
、
事
前
に
老
中
に
伺
う
事
、
⑥
家
綱
の
側
近
く
に
い
る
者
で
素
行
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
誰
で
あ
ろ
う
と
年
寄
四
人
（
梅
・

岡
野
・
矢
嶋
・
川
崎
）
ま
で
正
直
に
伝
え
る
事
、
⑦
奥
方
役
人
の
善
悪
を
よ
く
詮
議
し
、
事
前
に
老
中
へ
内
談
し
た
後
に
、
家
綱
の
聴

聞
に
入
れ
る
事
、
こ
れ
ら
に
違
反
す
れ
ば
厳
罰
に
処
す
、
と
命
じ
ら
れ
た
。

全
般
的
に
家
綱
の
側
近
く
に
い
る
女
中
た
ち
が
、
表
向
の
人
事
に
口
を
は
さ
み
、
あ
る
い
は
奥
方
で
家
綱
の
意
向
を
確
認
す
る
内
証

行
為
を
禁
じ
、
問
題
が
あ
れ
ば
老
中
に
連
絡
・
報
告
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。「
大
猷
院
様
御
条
目
」
と
は
、
家
光
が
寛
永
十
二

年
（
一
六
三
五
）
に
将
軍
諸
職
直
轄
制
（
３
）を
導
入
し
た
際
に
、
国
持
大
名
の
御
用
と
訴
訟
は
月
番
老
中
が
将
軍
に
取
次
ぐ
こ
と
を
定
め
た

際
の
一
連
の
法
令
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
家
光
期
に
確
立
し
た
老
中
を
介
し
て
将
軍
の
許
可
を
得
る
表
向
ル
ー
ト
が
家

綱
期
に
形
骸
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
奥
向
に
対
し
て
釘
を
さ
す
た
め
の
規
定
が
本
法
度
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
な
お
、『
徳
川
禁
令
考
』
で
は
、
宛
所
に
「
於
梅
殿
」
の
名
が
あ
る
。

【
人
名
・
用
語
】

お
も
て
む
き　
　

表
向　
　

狭
義
に
は
江
戸
城
の
表
向
に
登
城
し
て
将
軍
と
の
儀
礼
を
営
む
人
々
お
よ
び
そ
の
従
者
た
ち
を
構
成
員
と

す
る
集
団
に
関
わ
る
事
、
と
定
義
で
き
る
が
、
奥
向
奥
方
（「
大
奥
」）
か
ら
み
た
表
向
と
は
、
表
向
の
み
な
ら
ず
奥
向
表
方
も
含

ん
だ
範
囲
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

大
猷
院
様　
　

三
代
将
軍
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
～
五
一
、
在
位
一
六
二
三
～
五
一
）。

せ
い
し　

誓
詞
。
こ
の
時
の
も
の
は
確
認
で
き
な
い
が
、
後
掲
の
７
を
参
照
の
事
。

御
前　
　

四
代
将
軍
徳
川
家
綱
（
一
六
四
一
～
八
〇
、
在
位
一
六
五
一
～
八
〇
）

御
台
様　
　

伏
見
宮
貞
清
親
王
の
皇
女
。
浅
宮
と
号
す
。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
七
月
十
日
に
江
戸
城
に
入
輿
。
延
宝
四
年
（
一
六

七
六
）
八
月
五
日
没
。
享
年
三
十
八
。
高
巌
院
。
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但
馬
守
・
大
和
守
・
美
濃
守
・
豊
後
守
・
雅
楽
頭　
　

各
順
に
、
老
中
土
屋
数
直
・
久
世
広
之
・
稲
葉
正
則
お
よ
び
大
老
阿
部
忠
秋
・

酒
井
忠
清
。

 
 

老
中
の
職
務
は
、
月
番
老
中
は
そ
の
月
の
御
用
一
切
を
担
当
し
、
こ
れ
と
は
別
に
「
大
奥
御
女
中
方
御
用
、
或
ハ
御
馬
御
用
御
鷹

御
用
、
勝
手
方
御
用
」
な
ど
の
個
別
御
用
や
臨
時
御
用
（
朝
鮮
通
信
詞
御
用
、
日
光
社
参
御
用
等
）
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
老
中
の

上
座
よ
り
「
大
奥
女
中
方
」
の
御
用
向
を
担
当
し
た
（「
柳
営
勤
役
録
」）。
老
中
が
奥
向
奥
方
（「
大
奥
」）
の
運
営
に
関
与
し
始
め

る
時
期
等
の
検
討
を
課
題
と
し
て
残
す
が
、
本
法
度
が
出
さ
れ
た
寛
文
十
年
に
一
つ
の
画
期
が
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

奥
方
役
人　
　

①
の
表
向
と
は
別
に
立
項
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
広
敷
向
役
人
の
事
を
指
す
か
。

３
．
元
禄
十
二
年
十
月
廿
三
日
付
女
中
法
度

 
 

女
中
衆
常
々
倹
約
を
用
イ
、
奢
り
ケ
間
敷
儀
無
之
様
に
可
被
致
事
、

①
一 

、
惣
而
祝
儀
取
替
等
成
丈
軽
く
い
た
さ
れ
、
た
と
ひ
御
加
増
な
と
被
下
候
節
も
、
祝
儀
返
礼
分
限
相
応
ニ
随
分
軽
く
い
た
さ
る
へ

き
事
、

 
 

附
、
寺
社
方
江
之
寄
進
物
又
は
法
事
等
、
か
ろ
く
い
た
さ
る
へ
き
事
、

②
一 

、
衣
類
め
な
れ
候
分
は
不
苦
候
、
度
々
結
構
ニ
改
め
ら
る
ゝ
事
無
用
に
い
た
さ
る
へ
く
候
、
拝
領
物
は
格
別
之
事
、

③
一 

、
惣
而
振
舞
等
か
ろ
く
い
た
さ
る
へ
く
候
、
月
番
あ
け
之
振
舞
、
無
用
に
い
た
さ
る
へ
く
候
、
御
普
請
抔
之
節
、
振
舞
無
用
に
い

た
さ
る
ヘ
く
候
、
尤
音
信
等
い
た
さ
る
ま
し
き
事
、

 
 
 

附
、
せ
い
し
に
も
被 

仰
付
候
通
り
、
御
奉
公
人
肝
い
ら
れ
候
節
、
親
類
・
縁
者
た
り
と
い
ふ
と
も
、
善
悪
之
吟
味
贔
屓
ケ
間

敷
儀
無
之
様
、
弥
相
守
ら
る
へ
き
事
、

 
 
 

卯
十
一
月
廿
三
日
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【
出
典
】『
教
令
類
纂
』（
大
成
令
・
令
條
留
）

別
本
：『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
四
（
大
成
令
）

【
解
説
】

女
中
の
倹
約
を
命
じ
た
も
の
で
、
祝
儀
の
取
り
交
わ
し
、
衣
類
新
調
、
振
舞
に
つ
い
て
軽
減
す
る
事
と
し
た
。
③
の
月
番
は
ど
の
役

職
に
相
当
す
る
の
か
不
明
だ
が
、
女
中
に
も
月
番
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
状
況
が
判
明
す
る
。

な
お
、
こ
れ
に
先
立
つ
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
八
月
二
十
八
日
に
、
老
中
土
屋
相
模
守
政
直
と
若
年
寄
の
秋
元
但
馬
守
喬
知
が
同

道
し
て
「
広
敷
」
に
行
き
、「
大
奥
」
に
出
さ
れ
た
「
条
約
」
を
持
参
し
て
「
老
女
」
に
渡
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
（『
徳
川
実
紀
』）。

『
人
見
私
記
』
で
も
、「
大
奥
エ
条
目
出
、
相
模
守
・
但
馬
守
同
道
持
参
シ
、
奥
年
寄
エ
相
模
守
相
渡
ス
」
と
あ
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う

な
経
緯
が
あ
っ
た
と
の
裏
付
け
が
と
れ
る
が
、
法
令
の
具
体
的
な
内
容
は
確
認
で
き
な
い
。

４
．
正
徳
二
年
七
月
十
五
日
女
中
法
度

 

女
中
衆
江
越
前
守
渡
之
、
御
留
守
居
衆
へ
茂
写
ニ
而
認
壱
通
渡
之

 
 
 
 

覚

 
 

大
奥
な
ら
ひ
に
御
部
屋
方
女
中
よ
り
表
方
御
や
く
人
江
、
し
ん
る
い
・
え
ん
し
や
御
役
か
へ
の
儀
、
又
は
町
人
・
し
よ
く
人
御
用

達
候
儀
を
女
中
よ
り
す
く
に
た
の
み
候
事
こ
れ
あ
り
候
や
う
に
相
き
こ
へ
候
、
向
後
一
せ
つ
た
の
み
申
ま
し
く
候
、
も
し
お
も
て

御
や
く
人
江
申
と
ゝ
け
候
ハ
て
か
な
は
さ
る
用
事
こ
れ
あ
る
と
き
ハ
、
御
留
守
居
江
申
達
し
、
御
役
人
江
は
御
留
守
居
よ
り
申
通

し
候
や
う
に
い
た
し
申
へ
く
候
、
女
中
よ
り
直
に
た
の
ミ
つ
か
ハ
し
候
事
ハ
も
ち
ろ
ん
、
御
留
守
居
を
さ
し
お
き
、
外
の
む
き
よ

り
た
の
み
申
つ
か
ハ
し
候
儀
も
一
せ
つ
む
よ
う
た
る
へ
く
候
、
此
以
後
相
そ
む
き
候
も
の
こ
れ
あ
り
候
ハ
ヽ
き
つ
と
御
き
ん
み
あ

る
へ
き
よ
し
仰
出
さ
れ
候
、
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右
之
趣
、
三
丸
、
二
丸
女
中
も
同
様
に
堅
く
相
守
り
可
申
候
、
以
上
、

 
 
 

辰
七
月

【
出
典
】『
教
令
類
纂
』（
宝
正
令
條
・
大
成
令
）

別
本
：『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
五
（
大
成
令
）

【
解
説
】

大
奥
お
よ
び
御
部
屋
付
の
女
中
が
、
表
方
の
役
人
へ
人
事
や
商
人
の
出
入
り
に
つ
き
、
直
接
仲
介
を
頼
む
事
を
禁
じ
、
ど
う
し
て
も

届
け
る
必
要
が
あ
れ
ば
必
ず
留
守
居
を
通
し
、
留
守
居
を
通
さ
な
か
っ
た
場
合
は
糾
問
す
る
と
命
じ
た
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
十

月
十
四
日
に
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
が
没
し
、
世
嗣
家
継
が
四
歳
で
七
代
将
軍
を
襲
封
し
た
。
そ
の
代
替
わ
り
に
よ
り
人
事
刷
新
が
進
ん

で
い
た
特
別
な
時
代
背
景
が
あ
り
、
通
達
の
形
で
伝
達
さ
れ
た
法
的
拘
束
力
の
弱
い
命
令
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
大
奥
外
の
人
事
に
女

中
が
頻
繁
に
口
入
を
し
て
い
た
状
況
に
対
し
て
制
約
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
２
の
方
針
を
再
度
踏
襲
す
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、

２
で
は
老
中
が
前
面
に
出
て
い
た
の
に
対
し
、
本
法
度
で
は
留
守
居
を
通
す
よ
う
に
と
規
定
さ
れ
た
。
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
よ

り
残
る
『
女
中
帳
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
を
み
る
と
、
留
守
居
か
ら
月
番
老
中
を
通
じ
て
様
々
な
奥
向
奥
方
の
案
件
が
将
軍
の
決
済
を

得
る
よ
う
な
意
思
決
定
ル
ー
ト
が
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
奥
方
法
度
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
留
守
居
は
番
方
の
責
任
者
と
し
て
近
世
初

期
か
ら
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
が
、
中
後
期
に
は
奥
向
で
の
政
治
的
意
思
決
定
に
お
け
る
役
割
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
内

証
ル
ー
ト
を
通
じ
て
願
い
や
伺
い
が
出
さ
れ
る
際
に
留
守
居
が
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
変
化
し
た
経
緯
が
想
定
さ
れ
、
奥
向
奥
方

の
観
点
か
ら
留
守
居
の
役
割
を
再
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
４
）。

【
人
名
・
用
語
】

越
前
守　

間
部
詮
房
（
一
六
六
六
～
一
七
二
〇
）。
六
代
将
軍
家
宣
・
七
代
将
軍
家
継
の
側
用
人
。

留
守
居　
　

老
中
支
配
。
役
高
五
千
石
。
大
奥
広
敷
・
女
中
方
・
御
殿
向
の
す
べ
て
を
管
掌
し
た
。
年
老
を
積
ん
だ
者
が
任
命
さ
れ
、
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旗
本
の
極
官
と
さ
れ
た
（「
柳
営
勤
役
録
」）。

御
部
屋
方
女
中　
　

家
継
生
母
月
光
院
（
～
一
七
五
二
）
付
の
女
中
。

表
方
御
や
く
人　
　

奥
向
表
方
の
役
職
就
任
者
と
考
え
ら
れ
る
。

三
の
丸
女
中　
　

三
の
丸
に
は
、
綱
吉
の
長
女
鶴
と
長
男
徳
松
の
生
母
瑞
春
院
（
小
谷
伝
）
が
、
綱
吉
死
後
か
ら
そ
の
没
す
る
元
文
三

年
（
一
七
三
八
）
六
月
九
日
ま
で
居
住
し
た
。「
江
戸
幕
府
日
記
」
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
四
月
二
十
三
日
条
に
「
三
の
丸
御
普

請
出
来
、
瑞
春
院
様
御
移
徙
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
三
の
丸
女
中
と
は
瑞
春
院
付
女
中
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
瑞
春
院
の
祖
母
が

家
綱
生
母
宝
珠
院
（
増
山
楽
）
の
母
仙
光
院
と
姉
妹
の
関
係
に
あ
っ
た
（「
女
中
帳
」）。
瑞
春
院
に
家
綱
の
縁
者
と
し
て
位
置
づ
け

が
あ
っ
た
点
も
、
三
丸
居
住
と
い
う
厚
遇
を
得
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
勘
案
さ
れ
る
。

二
の
丸
女
中　
　

二
の
丸
に
は
、
綱
吉
養
女
竹
（
清
閑
寺
煕
定
の
娘
、
寿
光
院
の
姪
）
と
綱
吉
側
妾
寿
光
院
（
清
閑
寺
煕
房
の
娘
、
大

典
侍
）
が
居
住
し
て
い
た
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
六
月
三
日
に
は
、
二
の
丸
か
ら
三
の
丸
下
馬
場
先
御
用
屋
敷
に
移
っ
た

（「
竹
姫
君
様
西
丸
下
御
屋
敷
江
御
移
替
付
而
、
今
日
五
ツ
半
過　

本
丸
江
被
為　

入
（
中
略
）
寿
光
院
殿
は
二
丸
ゟ
直
ニ
西
丸
下

御
屋
敷
江
被
移
」「
江
戸
幕
府
日
記
」）。
よ
っ
て
、
二
の
丸
女
中
と
は
、
竹
と
寿
光
院
付
の
女
中
と
み
ら
れ
る
。

５
．
正
徳
三
年
付
大
奥
長
局
常
々
修
復
住
居
替
幷
畳
替
之
覚

①
一 

、
畳
替
前
々
よ
り
一
年
は
さ
み
に
仕
来
候
通
、
向
後
も
弥
一
年
は
さ
み
に
可
仕
候
、
其
う
ち
勝
手
向
・
次
通
り
・
多
門
な
と
ハ
見

分
次
第
、
或
ハ
抜
替
、
或
は
古
表
を
用
候
様
に
も
可
仕
候
、
但
シ
部
屋
替
有
之
節
ハ
、
只
今
迄
ハ
古
く
無
之
候
と
も
、
畳
替
仕
候

由
に
候
得
と
も
、
此
以
後
は
部
屋
替
ニ
候
と
も
見
分
之
上
、
其
儘
に
て
不
苦
候
ハ
ヽ
、
表
替
ニ
不
及
、
定
り
候
年
数
之
通
ニ
替
可

申
候
、
若
其
品
ニ
よ
り
申
渡
有
之
時
ハ
格
別
た
る
へ
く
候
、
尤
無
拠
子
細
有
之
時
は
、
伺
之
上
可
被
申
付
事
、

②
一 

、
障
子
張
替
之
儀
、
惣
而
部
屋
〳
〵
の
障
子
数
を
改
め
置
、
一
年
に
壱
度
ツ
ヽ
九
月
中
に
張
替
候
様
に
可
仕
候
、
繕
ひ
又
は
切
張
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之
分
ハ
女
中
手
前
〳
〵
に
て
可
仕
候
、
部
屋
替
に
候
共
、
張
替
に
及
間
敷
候
、
但
し
、
其
品
ニ
よ
り
部
屋
替
に
て
畳
の
表
替
も
有

之
時
は
格
別
た
る
へ
く
事
、

③
一 
、
す
た
れ
障
子
、
夏
む
き
ハ
格
別
ニ
候
間
、
只
今
之
通
り
た
る
へ
く
候
、
冷
く
成
入
用
に
無
之
時
は
、
改
候
上
、
小
細
工
奉
行
江

相
渡
置
、
夏
に
至
り
望
次
第
立
さ
せ
候
様
ニ
可
申
付
事
、

④
一 

、
置
戸
棚
数
之
儀
、
大
年
寄
は
四
つ
、
五
つ
迄
、
中
年
寄
よ
り
表
使
迄
ハ
三
つ
、
四
つ
を
限
り
、
御
右
筆
・
御
次
・
呉
服
之
間
迄

ハ
二
つ
、
三
つ
、
御
広
敷
・
御
三
之
間
迄
ハ
二
つ
限
り
、
夫
よ
り
末
ハ
壱
つ
宛
、
御
半
下
部
屋
ハ
大
勢
寄
合
候
間
、
部
屋
壱
軒
に

弐
つ
迄
は
可
差
置
候
事
、

⑤
一 

、
台
流
、
只
今
迄
之
通
一
部
屋
に
壱
つ
宛
た
る
へ
く
候
、
損
し
候
ハ
ヽ
断
次
第
仕
直
し
相
渡
、
尤
古
き
と
引
替
可
申
事
、

⑥
一 

、
と
う
こ
の
舟
塵
た
め
、
右
同
前
之
事
、

⑦
一 

、
釣
棚
は
望
次
第
只
今
迄
之
通
た
る
へ
く
候
事
、

⑧
一 

、
火
燵
・
い
ろ
り
一
部
屋
に
弐
つ
よ
り
多
く
ハ
可
為
無
用
候
、
尤
火
燵
ハ
や
く
ら
共
に
可
仕
事
、

⑨
一 

、
獅
子
口
之
儀
、
大
方
之
あ
か
り
有
之
所
ニ
は
無
用
に
候
、
別
而
明
り
悪
敷
由
に
て
願
に
ハ
ヽ
、
見
分
之
上
、
獅
子
口
無
之
候
ハ

て
難
成
所
を
可
申
付
事
、

⑩
一 

、
引
窓
も
右
同
前
た
る
へ
き
事
、

⑪
一 

、
蝋
障
子
ハ
向
後
無
用
ニ
い
た
し
油
障
子
に
可
仕
事
、

⑫
一 

、
仕
付
け
違
棚
之
儀
、
大
年
寄
ハ
軽
き
仕
形
之
違
ひ
棚
は
不
苦
候
、
其
外
之
女
中
部
屋
に
は
無
用
た
る
へ
き
事
、

⑬
一 

、
袋
棚
之
儀
、
表
使
迄
は
只
今
迄
之
通
壱
つ
弐
つ
、
此
外
呉
服
之
間
迄
は
壱
つ
宛
ハ
可
申
付
事
、

⑭
一 

、
置
違
い
棚
之
儀
、
只
今
迄
有
来
り
候
は
、
其
通
り
ニ
候
、
向
後
願
有
之
候
共
、
新
規
に
申
付
候
儀
ハ
勿
論
、
有
来
り
候
を
修
復

い
た
し
相
渡
候
も
無
用
た
る
へ
き
事
、
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⑮
一 

、
薄
縁
相
渡
し
候
儀
、
大
年
寄
拾
弐
枚
ツ
ヽ
、
中
年
寄
九
枚
ツ
ヽ
、
御
中
﨟
・
御
小
姓
・
表
使
七
枚
ツ
ヽ
、
御
次
・
呉
服
之
間
・

御
右
筆
・
御
持
仏
比
丘
尼
・
ご
ぜ
五
枚
つ
ゝ
、
御
広
座
敷
・
御
三
之
間
・
御
末
・
火
の
番
・
御
中
居
・
御
茶
之
間
・
御
使
番
・
御

半
下
三
枚
ツ
ヽ
、
右
前
々
よ
り
の
定
の
通
り
に
て
、
願
に
候
ハ
ヽ
一
年
に
壱
枚
宛
ハ
相
渡
可
申
候
、
尤
願
無
之
候
ハ
ヽ
相
渡
し
申

間
敷
候
、
但
、
部
屋
替
又
は
無
拠
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
段
吟
味
之
上
薄
縁
敷
候
ハ
て
不
叶
所
は
可
相
渡
候
、
其
外
は
右
之
通
た
る

へ
き
事
、

⑯
一 

、
屋
根
幷
樋
も
り
と
め
、
又
は
樋
新
規
掛
替
と
も
に
見
分
之
上
可
申
付
事
、

 

住
居
替
幷
新
規
移
り
替
共
に

 
 

一
、
は
め
抜
替

 
 

一
、
口
あ
け
替

 
 

一
、
戸
障
子
付
替

 
 

一
、
勝
手
向
し
つ
ら
ひ

 
 

一
、
戸
障
子
か
ら
紙
ふ
す
ま
望
か
へ
幷
張
替

 
 

一
、
天
井
程
村
紙
張

【
出
典
】『
教
令
類
纂
』（
令
條
留
・
正
徳
新
令
）

別
本
：『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
六
（
教
令
類
纂
）

【
解
説
】

倹
約
令
の
一
環
で
大
奥
の
女
中
の
階
層
に
従
い
棚
や
窓
の

仕
様
を
規
定
し
、
畳
替
え
・
障
子
替
え
、
簾
障
子
の
出
し
入

れ
、
屋
根
の
掛
け
替
え
に
至
る
ま
で
詳
細
が
取
り
決
め
ら
れ

表３　�正徳２年の大奥女中
構造
役　職 薄縁枚数

大年寄 12
中年寄  9
御中﨟  7
御小姓  7
表使   7
御次   5
呉服之間  5
御祐筆  5
御持仏比丘尼  5
ごぜ  5
御広座敷  3
御三之間  3
御末  3
火の番  3
御中居  3
御茶の間  3
御使番  3
御半下  3
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た
。
⑮
で
は
、
女
中
の
階
層
に
よ
っ
て
薄
縁
の
支
給
数
が
定
め
ら
れ
た
が
、
近
世
中
期
の
江
戸
城
本
丸
の
女
中
構
造
の
全
容
が
わ
か
る
。

家
継
は
ま
だ
婚
礼
前
で
本
妻
付
の
女
中
を
欠
く
た
め
、
上
﨟
御
年
寄
・
小
上
﨟
・
介
添
と
い
っ
た
上
級
女
中
の
職
名
が
な
い
事
情
を
考

慮
す
べ
き
だ
が
、『
徳
川
礼
典
録
』
を
典
拠
と
し
た
職
制
と
比
較
す
れ
ば
、
御
広
敷
座
敷
か
ら
御
半
下
ま
で
の
下
女
系
列
の
女
中
構
造
は

同
じ
で
あ
り
、
女
中
構
造
と
し
て
固
ま
っ
て
い
る
様
相
が
わ
か
る
。
一
方
、
御
客
応
接
・
錠
口
・
切
手
書
と
い
っ
た
役
職
は
ま
だ
み
え

な
い
。

【
人
名
・
用
語
】

薄う
す

縁べ
り　
　

畳
表
に
布
で
縁
を
付
け
た
敷
物
。

と
う
こ　

銅ど
う

壺　

銅
製
の
器
物
。

６
．
享
保
六
年
四
月
付
女
中
條
目

 
 
 

定

①
一 

、
女
中
文
通
之
儀
、
祖
父
・
祖
母
・
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
・
お
ち
お
は
・
甥
姪
・
子
孫
迄
に
か
き
る
へ
く
候
、
然
共
此
外
文
通
こ

れ
な
く
か
な
わ
さ
る
子
細
こ
れ
あ
り
候
ハ
ヽ
、
そ
の
た
ん
、
女
中
年
寄
衆
迄
断
を
た
て
申
へ
き
事
、

 
 
 

附
、
宿
さ
か
り
の
節
、
親
類
出
合
之
儀
、
同
様
た
る
へ
し
、
右
何
れ
も
年
寄
衆
に
て
吟
味
の
上
、
帳
面
に
し
る
し
を
き
申
さ
る
へ

き
事
、

②
一 

、
宿
さ
か
り
い
た
さ
れ
候
女
中
ハ
、
親
子
を
始
、
長
局
へ
よ
ひ
よ
せ
申
ま
し
き
事
、

 
 
 

但
、
ち
か
き
親
類
の
内
、
厄
介
こ
れ
な
く
、
部
屋
子
に
い
た
し
度
も
の
ハ
、
其
品
年
寄
衆
へ
ね
か
ひ
候
上
、
御
留
守
居
江
相
達
、

差
図
を
う
け
可
申
事
、

③
一 

、
宿
下
り
こ
れ
な
き
衆
ハ
、
祖
母
・
母
・
娘
・
姉
妹
・
お
は
・
姪
、
男
子
ハ
九
歳
迄
の
子
、
兄
弟
・
甥
・
孫
、
此
分
ハ
よ
ひ
寄
せ
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申
へ
く
候
、
と
め
候
て
か
な
ハ
さ
る
子
細
こ
れ
有
之
候
ハ
ヽ
、
年
寄
衆
江
断
を
た
て
、
御
留
守
居
へ
相
達
候
上
、
二
宿
に
か
き
る

へ
き
事
、

④
一 
、
長
局
へ
つ
か
い
の
女
、
宿
つ
か
ま
つ
ら
せ
申
間
敷
候
、
と
め
お
か
す
し
て
か
な
ハ
さ
る
子
細
こ
れ
有
候
ハ
ヽ
、
年
寄
衆
へ
断
を

た
て
、
御
留
守
居
へ
相
達
、
差
図
を
う
け
申
へ
き
事
、

⑤
一 

、
衣
服
諸
道
具
音
信
振
舞
事
に
至
迄
、
随
分
お
こ
り
か
ま
し
き
儀
こ
れ
な
く
、
惣
而
分
限
過
た
る
し
な
に
せ
申
ま
し
き
事
、

⑥
一 

、
部
屋
〳
〵
に
て
振
舞
事
い
た
し
寄
合
候
と
も
、
夜
を
ふ
か
し
申
ま
し
く
敷
候
、
火
の
元
の
た
め
ニ
候
間
、
急
度
相
心
得
ら
る
へ

き
事
、

⑦
一 

、
御
紋
附
の
御
道
具
類
、
一
切
私
用
に
か
し
申
ま
し
き
事
、

⑧
一 

、
長
局
へ
出
入
候
こ
せ
は
、
二
人
き
わ
め
お
き
申
へ
き
事
、

⑨
一 

、
自
分
用
と
し
て
、
御
下
男
一
切
つ
か
ひ
申
ま
し
く
候
、
急
成
事
こ
れ
あ
る
節
ハ
年
寄
衆
よ
り
御
広
敷
番
頭
へ
断
の
上
、
つ
か
ひ

申
へ
き
事
、

⑩
一 

、
め
し
つ
か
い
の
女
の
う
ち
、
も
し
見
届
さ
る
や
う
す
の
も
の
ハ
、
早
々
お
き
か
へ
申
へ
く
候
、
御
城
中
大
切
の
儀
に
候
間
、
少

之
内
も
抱
置
申
間
敷
事
、

 

右
ヶ
條
、
堅
相
守
、
幷
誓
詞
前
書
の
趣
、
相
違
無
こ
れ
な
き
や
う
に
心
か
け
ら
る
へ
く
候
、
其
た
め
ひ
た
り
に
し
る
し
お
き
候
事
、

 
 
 
 

以
上
、

【
出
典
】『
憲
教
類
典
』

別
本
：『
諸
事
留
』
九
、『
教
令
類
纂
』（
令
條
録
）『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
七
（
教
令
類
纂
）

【
解
説
】

七
代
将
軍
家
継
が
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
四
月
晦
日
に
八
歳
で
没
し
、
八
代
将
軍
吉
宗
が
そ
の
跡
を
継
い
だ
。
吉
宗
は
享
保
元
年
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（
一
七
一
六
）
十
一
月
二
十
八
日
に
奥
方
法
度
十
八
か
条
を
制
定
し
、
家
継
嫡
母
天
英
院
や
家
宣
側
妾
法
蓮
院
・
蓮
浄
院
付
の
広
敷
番
の

頭
の
地
位
を
明
確
化
さ
せ
た
。
天
英
院
は
享
保
二
年
十
二
月
十
五
日
に
本
丸
を
出
て
西
の
丸
に
移
り
、
御
向
奥
方
は
吉
宗
付
の
女
中
た

ち
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
。
享
保
六
年
に
は
再
度
、
奥
方
法
度
十
七
か
条
が
制
定
さ
れ
た
。
天
英
院
に
関
す
る
条
文
が
削
除
さ

れ
た
こ
と
と
、
こ
れ
ま
で
法
令
に
は
人
名
が
書
か
れ
れ
て
い
た
所
を
役
職
名
で
書
く
よ
う
に
整
え
、
以
後
、
こ
の
形
式
が
踏
襲
さ
れ
て

い
く
。
あ
わ
せ
て
、
本
女
中
法
度
を
定
め
、
奥
方
女
中
の
交
流
範
囲
を
定
め
、
江
戸
城
内
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
親
族
を
限
定
し
、
奥

方
女
中
が
各
部
屋
で
使
う
男
女
の
使
用
人
に
不
審
な
点
が
な
い
よ
う
に
具
体
的
に
命
じ
て
い
る
。
女
中
法
度
も
以
後
は
こ
の
形
式
が
踏

襲
さ
れ
た
の
か
、
新
し
い
法
度
の
制
定
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。

７
．
享
保
六
年
四
月
付
誓
詞
前
書

①
一 

、
御
奉
公
の
儀
、
実
儀
を
第
一
に
仕
り
、
少
も
御
う
し
ろ
く
ら
き
儀
い
た
す
ま
し
く
候
、
よ
ろ
つ
御
法
度
之
お
も
む
き
、
堅
相
守

申
へ
き
事
、

②
一 

、
御
為
に
対
し
た
て
ま
つ
り
、
悪
心
を
以
申
合
い
た
す
ま
し
き
事
、

③
一 

、
奥
方
之
儀
、
何
事
に
よ
ら
す
外
様
へ
も
ふ
し
申
ま
し
き
事
、

④
一 

、
女
中
方
の
外
、
お
も
て
む
き
願
か
ま
し
き
儀
、
一
せ
つ
取
持
致
ま
し
き
事
、

 
 

附
、
御
威
光
を
か
り
、
私
の
お
こ
り
い
た
す
ま
し
き
事
、

⑤
一 

、
諸
傍
輩
中
の
か
け
こ
と
を
申
、
あ
る
ひ
ハ
人
の
中
を
か
き
候
や
う
な
る
儀
、
つ
か
ま
つ
る
ま
し
き
事
、

⑥
一 

、
好
色
か
ま
し
き
儀
は
不
及
申
に
、
宿
下
り
の
時
分
も
、
物
見
遊
所
へ
ま
い
る
ま
し
き
事
、

⑦
一 

、
め
ん
〳
〵
心
の
お
よ
ひ
候
ほ
と
ハ
行
跡
を
た
し
な
ミ
申
へ
き
事
、

 
 

附
、
部
屋
〳
〵
火
の
元
念
入
申
つ
け
へ
き
事
、
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【
出
典
】『
憲
教
類
典
』

別
本
：『
諸
事
留
』
九
、『
教
令
類
纂
』（
令
條
録
）、『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ
・
一
二
七
八
（
教
令
類
纂
）

【
解
説
】

江
戸
城
に
奉
公
す
る
女
中
が
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
誓
詞
前
書
。
本
節
２
の
法
度
の
規
定
と
の
類
似
性
が
確
認
で
き
る
た
め
、
２
に
あ

る
誓
詞
は
同
様
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
誓
詞
は
将
軍
の
代
替
り
の
み
な
ら
ず
、
女
中
の
採
用
や
役
替
の
際
に
も
提
出
が
求

め
ら
れ
て
い
た
。
法
度
を
命
じ
る
の
で
は
な
く
、
女
中
に
誓
約
さ
せ
る
形
で
規
律
を
守
ら
せ
た
点
に
、
こ
の
七
か
条
が
女
中
法
度
の
心

髄
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
な
お
、
④
で
女
中
に
関
す
る
願
事
以
外
が
一
切
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
表
向

と
は
「
男
性
の
世
界
」
と
い
う
広
い
意
味
で
理
解
す
る
事
も
で
き
る
。

【
人
名
・
用
語
】

か
け
こ
と　

陰
事　

悪
口

以
上
の
よ
う
に
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
以
降
に
女
中
法
度
が
男
性
本
位
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
記
録
に
も
残
さ
れ
て
い

く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
奥
方
に
い
る
女
性
た
ち
が
表
向
の
案
件
に
関
わ
る
事
を
防
止
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
奥
向

に
お
け
る
表
方
（
男
性
）
と
奥
方
（
女
性
）
を
厳
密
に
分
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
お
け
る
法
的
整
備
は
、
女
性
に
よ
る
政
治
活
動
を

「
奥
方
（
女
性
）
の
世
界
」
に
押
し
込
め
る
意
味
で
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
実
際
に
有
効
に
作
用
し
た
の
か
ど
う

か
は
、
別
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
江
戸
城
奥
向
奥
方
に
関
わ
る
女
性
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
法
度
が
出
さ
れ
た
の
か
を
通
時
的
に
読
み
解
き
、

近
世
武
家
社
会
の
世
襲
政
治
構
造
に
お
い
て
な
に
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
必
要
と
さ
せ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
基
礎

的
事
項
を
整
理
し
て
き
た
。
男
女
の
空
間
を
分
け
、
そ
の
出
入
を
管
理
す
る
た
め
の
奥
方
法
度
は
近
世
初
期
か
ら
あ
り
、
屋
敷
の
主
人

の
男
女
差
に
よ
る
違
い
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
が
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
な
る
と
表
向
に
勤
務
す
る
男
性
役
人
に
よ
っ
て
奥
向

奥
方
に
奉
公
す
る
女
中
の
行
動
を
規
制
す
る
法
令
と
し
て
女
中
法
度
が
登
場
す
る
。
さ
ら
に
、
女
中
た
ち
に
そ
れ
ら
の
規
律
を
守
ら
せ

る
誓
詞
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
男
性
目
線
で
定
め
た
秩
序
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
奥
向
に
お
け
る
女
性
の
政
治
活
動
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
表
向
男
性
の
意
思
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
寛
文
十

年
（
一
六
七
〇
）
に
老
中
た
ち
が
女
中
法
度
を
整
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
直
截
的
な
要
因
だ
っ
た
。
奥
方
を
通
じ
て
御
用
や
訴
訟
が
将
軍

の
聴
聞
に
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
将
軍
の
意
思
と
し
て
表
向
に
示
さ
れ
る
と
い
う
政
治
構
造
が
正
当
な
意
思
決
定
の
ル
ー
ト
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
か
つ
て
家
光
が
将
軍
と
の
懇
意
の
関
係
に
基
づ
い
た
取
次
に
よ
る
内
証
ル
ー
ト
を
制
限
す
る
た
め
に
老
中
制
を
創

出
さ
せ
た
意
義
が
無
意
味
化
す
る
。
表
向
の
御
用
に
関
し
て
は
、「
大
猷
院
様
御
条
目
」
に
立
ち
戻
る
よ
う
に
と
老
中
た
ち
が
主
張
し
た

の
も
、
内
証
ル
ー
ト
が
幕
藩
制
的
意
思
決
定
の
中
心
に
位
置
づ
く
よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
表
向
の
老
中
制
は
形
骸
化
し
、
ひ
い
て
は

幕
藩
制
そ
の
も
の
を
根
幹
か
ら
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
い
危
機
に
陥
る
事
態
に
な
る
と
と
ら
え
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

女
性
た
ち
が
将
軍
に
も
っ
と
も
近
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
奥
向
奥
方
の
特
性
は
、
第
一
義
的
に
は
将
軍
の
血
統
維
持
を
担
う
と
い
う

役
割
か
ら
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
表
向
と
し
て
は
手
出
し
を
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
奥
向
奥
方
の
女
性
た
ち

の
意
向
が
将
軍
の
意
思
と
し
て
表
向
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
方
策
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
厳
格
化
す
る
必
要
が
あ
っ

た
側
面
は
も
は
や
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
中
央
政
治
を
担
う
江
戸
城
本
丸
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
厳
格
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
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を
維
持
し
、
女
性
た
ち
が
表
向
の
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
近
世
武
家
社
会
の
奥
向
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
構
造
を
有
し
て
い
た
の
は
、
単
に
男
性
主
人
の
血
統
維
持
の
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註

（
1
） 

福
田
千
鶴
『
武
家
社
会
の
奥
向
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。
な
お
、
現
段
階
に
お
け
る
「
大
奥
」
研
究
の
水
準
は
、
竹

内
誠
・
深
井
雅
海
・
松
尾
恵
美
子
編
『
徳
川
「
大
奥
」
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
竹
内
誠
・
深
井
雅
海
・
松
尾
美
恵
子
・

藤
田
英
昭
編
『
論
集　

大
奥
人
物
研
究
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
九
年
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
畑
尚
子
『
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
二
六
頁
に
お
い
て
、「
本
丸
大
奥
の
主
は

将
軍
の
正
室
、
御
台
所
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
一
方
、
深
井
雅
海
『
江
戸
城
―
本
丸
御
殿
と
幕
府
政
治
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）

一
九
九
頁
で
は
、
将
軍
付
の
奥
女
中
の
待
遇
・
構
成
等
か
ら
「
女
性
の
生
活
空
間
で
あ
る
大
奥
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
、
将
軍
が
中
心

人
物
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
後
者
の
立
場
を
と
る
。

（
3
） 

「
将
軍
諸
職
直
轄
制
」
は
、
藤
井
讓
治
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
概

念
で
あ
る
。

（
4
） 

初
期
の
留
守
居
に
関
し
て
は
、
松
尾
美
恵
子
「
江
戸
幕
府
職
制
の
成
立
過
程
―
初
期
留
守
居
の
補
任
者
と
職
務
内
容
の
検
討
―
」（
児

玉
幸
多
先
生
古
希
記
念
会
編
『
幕
府
制
度
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
表
向
の

職
制
に
お
い
て
は
「
留
守
居
が
幕
政
上
に
及
ぼ
す
影
響
力
が
殆
ど
失
わ
れ
て
い
っ
た
」
と
い
え
る
が
、
奥
向
に
お
い
て
は
番
方
に
加
え
、
政

治
的
に
重
要
な
位
置
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
今
後
は
奥
向
の
視
点
か
ら
留
守
居
を
再
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

主
要
引
用
史
料

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
新
訂
）』
一
～
二
二　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
六
四
～
一
九
六
六
年
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『
教
令
類
纂
』　

国
立
公
文
書
館
蔵

『
憲
教
類
典
』　

国
立
公
文
書
館
蔵

『
諸
事
留
』　

国
立
公
文
書
館
蔵

『
朝
林
前
編
・
後
編
』
一
～
九　
「
朝
林
」
研
究
会
共
同
研
究
報
告
書　

一
九
九
九
～
二
〇
〇
七
年

『
東
武
実
録
』
一
・
二　

汲
古
書
院　

内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

一
九
八
一
年

『
徳
川
実
紀
』
一
～
八　

新
訂
増
補
国
史
大
系　

一
九
二
九
～
一
九
三
三
年

『
徳
川
禁
令
考
』
Ⅲ　

創
文
社　

一
九
五
九
年

『
徳
川
諸
家
系
譜
』
一
～
四　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
七
〇
～
一
九
八
四
年

『
略
譜
』　

国
立
公
文
書
館
蔵

＊
国
立
公
文
書
館
蔵
史
料
に
つ
い
て
は
、
同
館
Ｈ
Ｐ
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。


